
平成 27 年度尾鷲市生活交通ネットワーク計画 

（地域内フィーダー系統関係） 

                      （策定年月日）平成 26年 5 月 27 日 

                       尾鷲市地域公共交通活性化協議会 

 

１．地域公共交通確保維持事業に係る目的・必要性 

目的 

本市は、市域の約 92％が山林で、沿岸部には変化に富んだリアス式海岸が形成され

るなど、豊かな自然環境に恵まれている一方、地区センター管内には 10 ヶ所の集落が

点在し、それぞれの地域において過疎高齢化が進行していることから、これらの各地域

の公共交通をいかにして結ぶかが重要な課題とされてきました。 

本市の公共交通機関は、鉄道、路線バス及びタクシーがその役割を担っています。鉄

道はＪＲ紀勢本線、路線バスは｢長島線｣、｢島勝線｣、｢ふれあいバス尾鷲地区｣、「ふれ

あいバス須賀利地区」、｢ふれあいバスハラソ線｣、｢ふれあいバス八鬼山線｣と、都市等

を結ぶ長距離バスが運行されています。 

少子高齢化・過疎化等の理由により、本市の高齢化率は増加傾向にあり、通勤や通学

で利用する人口も減少を続けており、公共交通サービスを維持確保していくためにはよ

り多くの市民が公共交通を利用する必要があり、まちづくりと一体となった公共交通の

利用促進が求められます。 

これを実現するために、市民ニーズに応じた生活交通を確保することを目的として、

地域公共交通確保維持改善事業に取り組んでまいります。 

 

必要性 

本市では、尾鷲市全体の公共交通の基本的な在り方を定めた「尾鷲市地域公共交通総

合連携計画」を策定し、平成 21 年度から平成 23年度の実証運行期間 3年間の中で、｢ふ

れあいバス尾鷲地区｣、｢ふれあいバスハラソ線｣、｢ふれあいバス八鬼山線｣の 3 路線に

ついて、民間路線等の幹線と有機的に連携し一体となって機能する交通ネットワークの

形成とともに、乗降調査や利用者及び市民の意見等を踏まえ、順次改善しながら、実証

運行を実施してきました。 

また、尾鷲地区と須賀利地区を結ぶ航路「尾鷲須賀利航路」については、平成 22 年

12 月に「須賀利地区にバス運行を実現する市民の会」から悪天候時に運休になりやす

い巡航船から安定した運行が望める陸路によるバス運行の実現を求める署名（署名総数

1,178 名、内須賀利地区 275 名）が提出されました。これを受け、平成 23 年度からバ

ス運行についての地区説明会等を開催し、自治体が運行する路線として、幹線路線との

交通ネットワークを形成する役割を明確にしたうえで、須賀利地区を運行する路線やダ

イヤ等を地区と協議してきました。平成 23 年度末には、須賀利地区において、巡航船
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に代わるバス運行の是非について、書面決議が行われ、平成 24 年 9 月末をもって須賀

利巡航船を廃止し、同年 10 月から須賀利地区として、島勝線とを結ぶフィーダー運行

に移行しました。 

今後も、地域公共交通ネットワーク確保のために、民間の幹線路線等も含め、これら

の路線を確保・維持していく必要があり、実証運行内容を基本とし、市内各地の地域特

性に応じた以下のフィーダーバス路線を構築します。 

●ふれあいバス尾鷲地区 

 本市市街地を中心に運行し、商業施設、観光施設の運行のほか、通院・通学の確保や

公共交通不便地域の解消を果たすとともに、幹線（南紀特急バス、南紀高速バス、JR

紀勢本線）とが有機的に連携し、短距離移動においても利用可能なサービスを構築する。 

また、アンケート調査や、市内 13 地区における市政懇談会での意見交換を踏まえて

策定したふれあいバスの改善方針をもとに、平成 23 年 7 月に複雑な市街地巡回路線の

簡素化、利用者実績のほとんどないバス停を廃止するなど、路線やダイヤの一部を見直

し、利用者の利便性向上を図っている。 

●ふれあいバスハラソ線・八鬼山線 

 大型の商業施設、病院、高等学校等の無い地区センター管内と市街地を結ぶ路線を構

築し、買い物、通院、通学のための移動手段を確保する。 

また、市内のみならず、線（バス、JR）と有機的に連携することで、利用者ニーズに

きめ細かく対応した交通ネットワークを形成する。 

 また、アンケート調査や、市内 13 地区における市政懇談会での意見交換を踏まえて

策定したふれあいバスの改善方針をもとに、平成 23 年 7 月に、鉄道との連絡を強化、

八鬼山線、ハラソ線の連携を強化するなど、路線やダイヤの一部を見直し、利用者の利

便性向上を図っている。 

平成 25 年 4 月より、三木浦漁港整備事業の完了に伴い、八鬼山線の三木浦地区の路

線を延長し停留所の増設（2 ヶ所）とともにダイヤ改正を行っている。 

 平成 25年 10 月より、ハラソ線の市街地地区における路線の一部を、公共交通不便地

域の天満地区へ変更し、停留所の増設（3ヶ所）とともにダイヤ改正を行い、利用者の

利便性の向上を図っている。 

●ふれあいバス須賀利地区 

 平成 24年 10 月から、須賀利巡航船に替わる新たな公共交通として、すべての便が既

存の幹線路線である島勝線へ接続するフィーダーバス路線（須賀利地区）を構築し、安

定した輸送サービスを確保するとともに島勝線の利用者の増加に繋げ、須賀利地区の運

行により支線としての役割を果たしながら広域幹線路線が継続的に運行できるサービ

スを提供している。 

平成 25年 8 月より、利用者の利便性の向上を図るため、ダイヤの改正を行っている。 

平成25年10月より、三重交通島勝線の時刻改正に伴いダイヤの改正を行うとともに、
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停留所の増設（1ヶ所）を行っている。 

  

２．地域公共交通確保維持事業の定量的な目標・効果 

（１）事業の目標 

アンケート調査（聞き取り調査）において、乗客のバス利用について満足度調査を行い 5段階に

おける評価を数値化しました。 

   

  各路線のデータは下記の表のとおりで、八鬼山線、須賀利地区は実施した４路線（八鬼山線、

ハラソ線、尾鷲地区、須賀利地区）の平均値 0.80 を 29 年度の目標値に、また、ハラソ線、尾鷲

地区についてはそれぞれ 25 年度の 0.91、0.85 を 29 年度までの目標値に設定しました。 

公共交通利便性の市民の満足度 

項目 実績値 目標値 

24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

八鬼山線 0.67 0.71 0.74 0.76 0.78 0.80 

ハラソ線 0.90 0.91 0.91 0.91 0.91 0.91 

尾鷲地区 0.82 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 

須賀利地区 0.66 0.74 0.76 0.78 0.79 0.80 

０を基準とし最大値＋２、最小値－２ 

＋２：満足、＋１：おおむね満足、０：普通、－１：やや不満、－２：不満 

 

地区センター管内から尾鷲高校への通学確保 

実績値 目標値 

24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 

４０％ ４０％ ２８％ ４０％ ４０％ ４０％ 

 

 

（２）事業の効果 

  ・安心で安全な通学・通院手段の確保 

  ・民間路線とのネットワーク形成による連携路線の利用者の増加 

 

３．地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 

運行予定者 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表１」を添付 

添付資料 ①路線図 ②時刻表 ③既存交通との整合性 ④運送事業者の決定方

法 ⑤運送事業者を選定した経緯 
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４．地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額 

 地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表２」を添付 

なお、尾鷲市から運行事業者へ委託する委託料については、運行経費から国庫補助

金額を差し引いた差額分を負担することとしている。 

 

５．地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 

地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱「表５」を添付 

 

６．協議会の開催状況と主な議論  

平成 20 年度 

・平成 20 年 5 月 28 日（第 1 回）協議会設立、事業内容について協議 

・平成 20 年 9 月 18 日（第 2 回）尾鷲市地域公共交通総合連携計画（案）について協議 

・平成 20 年 11 月 19 日（第 3 回）尾鷲市地域公共交通総合連携計画（案）について協議 

・平成 21 年 1 月 29 日（第 4 回）尾鷲市地域公共交通総合連携計画（案）について協議 

事後評価について協議・承認 

・平成 21 年 3 月 19 日（第 5 回）尾鷲市地域公共交通総合連携計画及び連携計画に定め 

る実証運行について承認、翌年度の事業計画について協議 

平成 21 年度 

・平成 21 年 9 月 7 日（第 1 回）平成 20 年度決算報告、バス停設置要望について協議 

・平成 22 年 2 月 22 日（第 2 回）公共交通アンケート結果について協議 

翌年度の事業計画、事後評価について協議・承認 

平成 22 年度 

・平成 22 年 7 月 29 日（第 1 回）ふれあいバス改善方針について協議 

・平成 23 年 2 月 18 日（第 2 回）ふれあいバス改善方針について承認 

翌年度の事業計画、事後評価について協議・承認 

平成 23 年度 

・平成 23 年 6 月 28 日（第 1 回）停留所の新規設置及び移動について協議・承認 

・平成 24 年 2 月 20 日（第 2 回）翌年度の事業計画、事後評価について協議・承認 

平成 24 年度 

・平成 24 年 5 月 24 日（第 1 回）平成 23 年度決算報告、翌年度の事業計画、ネットワー

ク計画について協議・承認 

・平成 25 年 1 月 28 日（第 2 回）翌年度事業計画、路線延長に伴う停留所の設置、ダイ

ヤ改正及びネットワーク計画の変更について 

・平成 25 年 3 月 27 日（第 3 回）自己評価とダイヤ改正について協議・承認 

 

～　4　～



平成 25 年度 

・平成 25 年 5 月 28 日（第 1 回）平成 24 年度決算報告、翌年度の事業計画、ネットワー

ク計画について協議・承認 

・平成 25 年 7 月 9 日（第 2 回）路線変更に伴う停留所の設置、ダイヤ改正及びネットワ

ーク計画の変更について協議 

・平成 26 年 3 月 24 日（第 3 回）翌年度事業計画及び予算について 

平成 26 年度 

（予定） 

・平成 26 年 5 月 27 日（第 1 回）平成 25 年度決算報告、翌年度の事業計画、ネットワー

ク計画について協議・承認 

 

７．利用者等の意見の反映 

国、県、住民代表、事業者等各関係者が参加する協議会において検討結果に基づき策

定 

 

８．協議会メンバーの構成員 

  別紙のとおり 

  

【本計画に関する担当者・連絡先】  （住 所） 三重県尾鷲市中央町１０番４３号 

（所 属） 市長公室政策調整係 

（氏 名） 大和秀成 

（電 話） 0597-23-8134 

（e-mail） sechosei@city.owase.lg.jp 
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表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者 平成２７年度

乗合バス

型／デマ

ンド型の別

基準ロで該

当する要件

接続する補助対象

地域間幹線系統

等と接続確保策

基準ニで該

当する要件

尾鷲市 (1)

尾鷲市ふれあいバス尾

鷲地区（尾鷲駅～朝日

町～紀伊松本）

地域内フィー

ダー

3,532 乗合バス型 ①

バス停（瀬木山）にて

幹線「島勝線」等に接続 ③

三重県 尾鷲市 (2)

尾鷲市ふれあいバス尾

鷲地区（尾鷲駅～光ヶ

丘～尾鷲駅）

地域内フィー

ダー

2,493 乗合バス型 ①

バス停（尾鷲総合病院）にて

幹線「南紀特急バス」等に接続 ③

尾鷲市 尾鷲市 (3)

尾鷲市ふれあいバス尾

鷲地区（尾鷲駅～朝日

町～夢古道おわせ前）

地域内フィー

ダー

462 乗合バス型 ①

バス停（瀬木山）にて

幹線「島勝線」等に接続 ③

尾鷲市 (4)

尾鷲市ふれあいバス須

賀利地区（須賀利～島

勝）

地域内フィー

ダー

2,574 乗合バス型 ①
バス停（  島勝        ）にて

幹線「  島勝線      」に接続

③

(5)

尾鷲市コミュニティバス

八鬼山線（瀬木山～三

木浦～三木里駅前）

地域内フィー

ダー

12,065 乗合バス型 ①

バス停（尾鷲市病院前）にて

幹線「南紀特急バス」等に接続 ③

(6)

尾鷲市コミュニティバス

八鬼山線（三木里駅前

～東古江）

地域内フィー

ダー

322 乗合バス型 ①（１）

JR三木里駅にて

「紀勢本線」に接続 ③

(7)

尾鷲市コミュニティバス

ハラソ線（天満堤防～

三木里駅前～梶賀）

地域内フィー

ダー

7,704 乗合バス型 ①

バス停（尾鷲市病院前）にて

幹線「南紀特急バス」等に接続 ③

29,152

（注）

１．「地域内フィーダー系統の基準適合」は地域内フィーダー系統を記載する場合のみ記載する。

３．本表に記載する運行予定系統を示した地図を添付すること。

地域内フィーダー系統の基準適合

（別表６「補助対象の基準」）

合　　　　　計

２．「接続する補助対象地域間幹線系統等と接続確保策」には、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するか

について記載する。

４．「幹線特例措置」には、地域協働推進事業計画の認定を受け、地域間幹線系統に係る特例措置の適用を受ける場合のみ、特例措置15人未満の系統については「1」を、特例措置15

人～150人の系統については「2」を記載する。

都道府県

（市区町

村）

運行予定者名

運行系統名

（申請番号）

地域間幹

線／地域

内フィー

ダーの別

確保維持事

業に要する

国庫補助額

（千円）

幹

線

特

例

措

置
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表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者 平成２８年度

乗合バス

型／デマ

ンド型の別

基準ロで該

当する要件

接続する補助対象

地域間幹線系統

等と接続確保策

基準ニで該

当する要件

尾鷲市 (1)

尾鷲市ふれあいバス尾

鷲地区（尾鷲駅～朝日

町～紀伊松本）

地域内フィー

ダー

3,532 乗合バス型 ①

バス停（瀬木山）にて

幹線「島勝線」等に接続 ③

三重県 尾鷲市 (2)

尾鷲市ふれあいバス尾

鷲地区（尾鷲駅～光ヶ

丘～尾鷲駅）

地域内フィー

ダー

2,493 乗合バス型 ①

バス停（尾鷲総合病院）にて

幹線「南紀特急バス」等に接続 ③

尾鷲市 尾鷲市 (3)

尾鷲市ふれあいバス尾

鷲地区（尾鷲駅～朝日

町～夢古道おわせ前）

地域内フィー

ダー

462 乗合バス型 ①

バス停（瀬木山）にて

幹線「島勝線」等に接続 ③

尾鷲市 (4)

尾鷲市ふれあいバス須

賀利地区（須賀利～島

勝）

地域内フィー

ダー

2,574 乗合バス型 ①
バス停（  島勝        ）にて

幹線「  島勝線      」に接続

③

(5)

尾鷲市コミュニティバス

八鬼山線（瀬木山～三

木浦～三木里駅前）

地域内フィー

ダー

12,065 乗合バス型 ①

バス停（尾鷲市病院前）にて

幹線「南紀特急バス」等に接続 ③

(6)

尾鷲市コミュニティバス

八鬼山線（三木里駅前

～東古江）

地域内フィー

ダー

322 乗合バス型 ①（１）

JR三木里駅にて

「紀勢本線」に接続 ③

(7)

尾鷲市コミュニティバス

ハラソ線（天満堤防～

三木里駅前～梶賀）

地域内フィー

ダー

7,704 乗合バス型 ①

バス停（尾鷲市病院前）にて

幹線「南紀特急バス」等に接続 ③

29,152

（注）

１．「地域内フィーダー系統の基準適合」は地域内フィーダー系統を記載する場合のみ記載する。

３．本表に記載する運行予定系統を示した地図を添付すること。

幹

線

特

例

措

置

地域内フィーダー系統の基準適合

（別表６「補助対象の基準」）

合　　　　　計

２．「接続する補助対象地域間幹線系統等と接続確保策」には、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するか

について記載する。

４．「幹線特例措置」には、地域協働推進事業計画の認定を受け、地域間幹線系統に係る特例措置の適用を受ける場合のみ、特例措置15人未満の系統については「1」を、特例措置15

人～150人の系統については「2」を記載する。

都道府県

（市区町

村）

運行予定者名

運行系統名

（申請番号）

地域間幹

線／地域

内フィー

ダーの別

確保維持事

業に要する

国庫補助額

（千円）
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表１　地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び運行予定者 平成２９年度

乗合バス

型／デマ

ンド型の別

基準ロで該

当する要件

接続する補助対象

地域間幹線系統

等と接続確保策

基準ニで該

当する要件

尾鷲市 (1)

尾鷲市ふれあいバス尾

鷲地区（尾鷲駅～朝日

町～紀伊松本）

地域内フィー

ダー

3,532 乗合バス型 ①

バス停（瀬木山）にて

幹線「島勝線」等に接続 ③

三重県 尾鷲市 (2)

尾鷲市ふれあいバス尾

鷲地区（尾鷲駅～光ヶ

丘～尾鷲駅）

地域内フィー

ダー

2,493 乗合バス型 ①

バス停（尾鷲総合病院）にて

幹線「南紀特急バス」等に接続 ③

尾鷲市 尾鷲市 (3)

尾鷲市ふれあいバス尾

鷲地区（尾鷲駅～朝日

町～夢古道おわせ前）

地域内フィー

ダー

462 乗合バス型 ①

バス停（瀬木山）にて

幹線「島勝線」等に接続 ③

尾鷲市 (4)

尾鷲市ふれあいバス須

賀利地区（須賀利～島

勝）

地域内フィー

ダー

2,574 乗合バス型 ①
バス停（  島勝        ）にて

幹線「  島勝線      」に接続

③

(5)

尾鷲市コミュニティバス

八鬼山線（瀬木山～三

木浦～三木里駅前）

地域内フィー

ダー

12,065 乗合バス型 ①

バス停（尾鷲市病院前）にて

幹線「南紀特急バス」等に接続 ③

(6)

尾鷲市コミュニティバス

八鬼山線（三木里駅前

～東古江）

地域内フィー

ダー

322 乗合バス型 ①（１）

JR三木里駅にて

「紀勢本線」に接続 ③

(7)

尾鷲市コミュニティバス

ハラソ線（天満堤防～

三木里駅前～梶賀）

地域内フィー

ダー

7,704 乗合バス型 ①

バス停（尾鷲市病院前）にて

幹線「南紀特急バス」等に接続 ③

29,152

（注）

１．「地域内フィーダー系統の基準適合」は地域内フィーダー系統を記載する場合のみ記載する。

３．本表に記載する運行予定系統を示した地図を添付すること。

幹

線

特

例

措

置

地域内フィーダー系統の基準適合

（別表６「補助対象の基準」）

合　　　　　計

２．「接続する補助対象地域間幹線系統等と接続確保策」には、地域内フィーダー系統が接続する補助対象地域間幹線系統又は地域間交通ネットワークとどのように接続を確保するか

について記載する。

４．「幹線特例措置」には、地域協働推進事業計画の認定を受け、地域間幹線系統に係る特例措置の適用を受ける場合のみ、特例措置15人未満の系統については「1」を、特例措置15

人～150人の系統については「2」を記載する。

都道府県

（市区町

村）

運行予定者名

運行系統名

（申請番号）

地域間幹

線／地域

内フィー

ダーの別

確保維持事

業に要する

国庫補助額

（千円）
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ふれあいバス須賀利地区路線図 ふれあいバス須賀利地区路線図 ふれあいバス須賀利地区路線図 ふれあいバス須賀利地区路線図 

1 

1 

2 

2 3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

島勝島勝島勝島勝    

漁協前漁協前漁協前漁協前    

新浜新浜新浜新浜    

荷捌き前荷捌き前荷捌き前荷捌き前    

金助前金助前金助前金助前    

旧小学校前旧小学校前旧小学校前旧小学校前    

旧小学校前～島勝 
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停留所名

東 古 江 6:32 8:05 12:00 15:50 18:55 19:14

し お 学 舎 前 6:32 0:00 0:00 8:05 12:00 15:50 18:55 19:14

新 開 地 6:32 0:00 ハラソ線 ハラソ線 0:00 8:06 12:01 15:51 18:56 19:15

八 十 川 橋 6:37 0:05 梶賀より 梶賀より 0:05 8:07 12:02 15:52 18:57 19:16

山 後 橋 6:38 0:06 9:34着 13:24着 0:06 8:08 12:03 15:53 18:58 19:17

三 木 里 駅 下 6:38 0:06 ↓ ↓ 0:06 8:09 12:04 15:54 18:59 19:18

三 木 里 駅 6:39 6:40 9:40 13:30 17:10 8:11 12:06 15:56 19:01 19:20

三 木 里 駅 下 6:40 6:41 9:41 13:31 17:11 8:12 12:07 15:57 19:02 19:21

山 後 橋 6:40 6:41 9:41 13:31 17:11 8:14 12:09 15:59 19:04 19:23

八 十 川 橋 6:41 6:42 9:42 13:32 17:12 8:29 12:24 16:14 19:19 19:38

三 木 里 6:41 6:42 9:42 13:32 17:12 8:30 12:25 16:15 19:20 19:39

病 院 前 6:42 6:43 9:43 13:33 17:13 8:31 12:26 16:16 19:21 19:40

松 原 6:42 6:43 9:43 13:33 17:13 8:32 12:27 16:17 19:22 19:41

名 柄 6:43 6:44 9:44 13:34 17:14 8:32 12:27 16:17 19:22 19:41

民 宿 前 6:43 6:44 9:44 13:34 17:14 8:33 12:28 16:18 19:23 19:42

小 脇 6:45 6:46 9:46 13:36 17:16 8:34 12:29 16:19 19:24 19:43

中 山 6:47 6:48 9:48 13:38 17:18 8:34 12:29 16:19 19:24 19:43

三 木 浦 口 6:48 6:49 9:49 13:39 17:19 8:35 12:30 16:20 19:25 19:44

市 場 前 6:48 6:49 9:49 13:39 17:19 8:36 12:31 16:21 19:26 19:45

三 木 浦 6:50 9:50 13:40 17:20 8:37 12:32 16:22 19:27 19:44

う み の 子 ぶ ん こ 前 6:51 9:51 13:41 17:21 8:38 12:33 16:23 19:28 19:46

コ ノ ワ （ 着 ） 6:52 9:52 13:42 17:22 8:44 12:39 16:29 19:34 19:52

コ ノ ワ （ 発 ） 6:49 6:53 9:53 13:43 17:23 8:45 12:40 16:30 19:35 19:53

う み の 子 ぶ ん こ 前 6:54 9:54 13:44 17:24 8:46 12:41 16:31 19:36 19:54

三 木 浦 6:50 6:55 9:55 13:45 17:25 8:47 12:42 16:32 19:37 19:55

市 場 前 6:50 6:55 9:55 13:45 17:25 8:48 12:43 16:33 19:38 19:56

三 木 浦 口 6:50 6:55 9:55 13:45 17:25 8:48 12:43 16:33 19:38 19:56

国 道 三 木 浦 6:52 6:57 9:57 13:47 17:27 8:55 12:50 16:40 19:45 20:03

三 木 小 学 校 前 6:53 6:58 9:58 13:48 17:28 8:56 12:51 16:41 19:46 20:04

早 田 峠 6:58 7:03 10:03 13:53 17:33 8:57 12:52 16:42 19:47 20:05

早 田 口 6:59 7:04 10:04 13:54 17:34 8:57 12:52 16:42 19:47 20:05

早 田 （ 着 ） 7:00 7:05 10:05 13:55 17:35 8:58 12:53 16:43 19:48 20:06

早 田 （ 発 ） 7:01 7:06 10:06 13:56 17:36 8:59 12:54 16:44 19:49 20:07

早 田 口 7:02 7:07 10:07 13:57 17:37 9:00 12:55 16:45 19:50 20:08

早 田 峠 7:02 7:07 10:07 13:57 17:37 9:01 12:56 16:46 19:51 20:09

九 鬼 駅 7:09 7:14 10:14 14:04 17:44 9:02 12:57 16:47 19:52 20:10

梅 の 輪 7:10 7:15 10:15 14:05 17:45 9:03 12:58 16:48 19:53 20:11

中 学 校 前 7:11 7:16 10:16 14:06 17:46 9:03 12:58 16:48 19:53 20:11

診 療 所 前 7:12 7:17 10:17 14:07 17:47 9:03 12:58 16:48 19:53 20:11

漁 業 組 合 前 7:12 7:17 10:17 14:07 17:47 9:05 13:00 16:50 19:55 20:13

九 鬼 町 （ 着 ） 7:13 7:18 10:18 14:08 17:48 9:07 13:02 16:52 19:57 20:15

九 鬼 町 （ 発 ） 7:14 7:19 10:19 14:09 17:49 9:09 13:04 16:54 19:59 20:17

漁 業 組 合 前 7:14 7:19 10:19 14:09 17:49 9:09 13:04 16:54 19:59 20:17

診 療 所 前 7:15 7:20 10:20 14:10 17:50 9:10 13:05 16:55 20:00 20:18

中 学 校 前 7:16 7:21 10:21 14:11 17:51 9:10 13:05 16:55 20:00 20:18

梅 の 輪 7:17 7:22 10:22 14:12 17:52 9:11 13:06 16:56 20:01 20:19

九 鬼 駅 7:18 7:23 10:23 14:13 17:53 9:11 13:06 16:56 20:01 20:19

国 道 矢 浜 7:33 7:38 10:38 14:28 18:08 9:12 13:07 16:57 20:02 20:20

尾 鷲 市 病 院 前 7:36 7:41 10:41 14:31 18:11 9:12 13:07 16:57 20:02 20:20

イ オ ン 前 7:37 7:42 10:42 14:32 18:12 9:13 13:08 16:58 20:03 20:08

野 地 町 7:39 7:44 10:44 14:34 18:14 ↓ ↓ ↓ 20:04 20:09

栄 町 7:40 7:45 10:45 14:35 18:15 9:35発 13:25発 17:20発 20:04 20:09

朝 日 町 7:41 7:46 10:46 14:36 18:16 ハラソ線 ハラソ線 ハラソ線 20:05 20:10

尾 鷲 港 7:42 7:47 10:47 14:37 18:17 瀬木山行き 瀬木山行き 瀬木山行き 20:10 20:15

ハ ロ ー ワ ー ク 前 7:42 7:47 10:47 14:37 18:17 20:10 20:15

瀬 木 山 7:43 7:48 10:48 14:38 18:18 20:10 20:151 東 古 江 0

1 新 開 地 5

0 し お 学 舎 前 0

1 山 後 橋 0

1 八 十 川 橋 1

1 三 木 里 駅 1

2 三 木 里 駅 下 1

15 山 後 橋 1

3 三 木 里 駅 下 0

1 三 木 里 1

1 八 十 川 橋 0

1 松 原 1

1 病 院 前 0

1 民 宿 前 2

0 名 柄 0

0 中 山 2

1 小 脇 2

1 市 場 前 0

1 三 木 浦 口 0

7 う み の 子 ぶ ん こ 前 1

1 三 木 浦 1

1 コ ノ ワ （ 着 ） 1

0 コ ノ ワ （ 発 ） 1

1 三 木 浦 1

1 う み の 子 ぶ ん こ 前 1

5 三 木 浦 口 1

1 市 場 前 0

2 三 木 小 学 校 前 7

1 国 道 三 木 浦 1

0 早 田 口 1

0 早 田 峠 0

1 早 田 （ 着 ） 1

1 早 田 （ 発 ） 1

1 早 田 峠 6

1 早 田 口 1

1 梅 の 輪 1

1 九 鬼 駅 1

1 診 療 所 前 1

0 中 学 校 前 1

2 九 鬼 町 （ 発 ） 1

2 漁 業 組 合 前 0

1 漁 業 組 合 前 0

0 九 鬼 町 （ 着 ） 1

1 中 学 校 前 1

0 診 療 所 前 1

1 九 鬼 駅 15

0 梅 の 輪 1

1 尾 鷲 市 病 院 前 1

0 国 道 矢 浜 2

0 野 地 町 1

1 イ オ ン 前 2

5 朝 日 町 1

1 栄 町 1

0 ハ ロ ー ワ ー ク 前 0

0 尾 鷲 港 1

時  分 停留所名 時  分

0 瀬 木 山

ふれあいバス八鬼山線　時刻表

平成25年5月1日～

東古江→三木里駅→三木浦→早田→漁業組合前→尾鷲市街 尾鷲市街→漁業組合前→早田→三木浦→三木里駅→東古江

区  間 時　　　　　　　　　　　刻 区  間 時　　　　　　　　　　刻
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停留所名 ※１　※２ ※１　※２ ※２

梶 賀 7:10 9:10 13:00 16:55 8:13 11:53 15:53 18:48

神 社 前 7:11 9:11 13:01 16:56 8:13 11:53 15:53 18:48

梶 賀 口 7:11 9:11 13:01 16:56 8:14 11:54 15:54 18:49

西 田 ノ 尻 7:16 9:16 13:06 17:01 8:16 11:56 15:56 18:51

逢 神 橋 7:17 9:17 13:07 17:02 8:17 11:57 15:57 18:52

曽 根 7:18 9:18 13:08 17:03 8:18 11:58 15:58 18:53

賀 田 駅 （ 着 ） 7:20 9:20 13:10 17:05 8:19 11:59 15:59 18:54

賀 田 駅 （ 発 ） 7:20 9:20 13:10 17:05 8:21 12:01 16:01 18:56

賀 田 7:21 9:21 13:11 17:06 8:22 12:02 16:02 18:57

ふ か つ ろ 7:23 9:23 13:13 17:08 8:24 12:04 16:04 18:59

南 古 江 7:25 9:25 13:15 17:10 8:38 12:18 16:18 19:13

古 江 7:26 9:26 13:16 17:11 8:39 12:19 16:19 19:14

東 古 江 7:27 9:27 13:17 17:12 8:40 12:20 16:20 19:15

し お 学 舎 前 7:27 9:27 13:17 17:12 8:40 12:20 16:20 19:15

新 開 地 7:27 9:27 13:17 17:12 8:41 12:21 16:21 19:16

八 十 川 橋 7:32 9:32 13:22 17:17 8:46 12:26 16:26 19:21

山 後 橋 7:33 9:33 13:23 17:18 8:46 12:26 16:26 19:21

三 木 里 駅 下 7:33 9:33 13:23 17:18 8:46 12:26 16:26 19:21

三 木 里 駅 （ 着 ） 7:34 9:34 13:24 17:19 8:47 12:27 16:27 19:22

三 木 里 駅 （ 発 ） 7:35 9:35 13:25 17:20 8:48 12:28 16:28 19:23

国 道 矢 浜 7:48 9:48 13:38 17:33 8:50 12:30 16:30 19:25

尾 鷲 市 病 院 前 7:51 9:51 13:41 17:36 8:52 12:32 16:32 19:27

イ オ ン 前 7:52 9:52 13:42 17:37 8:53 12:33 16:33 19:28

野 地 町 7:54 9:54 13:44 17:39 8:53 12:33 16:33 19:28

栄 町 7:55 9:55 13:45 17:40 8:55 12:35 16:35 19:30

朝 日 町 7:56 9:56 13:46 17:41 8:56 12:36 16:36 19:31

尾 鷲 港 7:57 9:57 13:47 17:42 8:57 12:37 16:37 19:32

長 浜 7:59 9:59 13:49 17:44 9:02 12:42 16:42 19:37

天 満 築 港 8:00 10:00 13:50 17:45 9:02 12:42 16:42 19:37

天 満 堤 防 8:00 10:00 13:50 17:45 9:03 12:43 16:43 19:38

平成25年10月1日平成25年10月1日平成25年10月1日平成25年10月1日

1

0

1

1

1

長 浜

0

1

1

3

時  分

0

1

2

1

賀 田 駅 （ 着 ）

5

1

0

13

1

1

2

イ オ ン 前

0

0

1

1

2

5

1

2

新 開 地

三 木 里 駅 （ 発 ）

山 後 橋

賀 田

し お 学 舎 前

野　　　　地　　　　　町

時　　　　　　　　　　　刻 区  間

停留所名

天 満 築 港

国 道 矢 浜

古 江

三 木 里 駅 （ 着 ） 14

ふれあいバスハラソ線　時刻表

時  分

梶賀→賀田駅→古江→三木里駅→尾鷲市街 尾鷲市街→三木里駅→古江→賀田駅→梶賀

1

時　　　　　　　　　　刻区  間

0

天 満 堤 防

0

1

2

2

南 古 江

0

ふ か つ ろ

1

八 十 川 橋

1

1尾 鷲 市 病 院 前

1

1

2

2

梶 賀

2曽 根

賀 田 駅 （ 発 ） 0

1

西 田 ノ 尻

逢 神 橋

0

1

2

1

三 木 里 駅 下

1

1

尾 鷲 港

朝 日 町

栄 町

2 梶 賀 口

神 社 前

1

5

0

1

5

東 古 江
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停留所名停留所名停留所名停留所名

旧小学校前 7:15 9:15 12:15 14:15 16:15

漁協前 7:16 9:16 12:16 14:16 16:16

新浜 7:16 9:16 12:16 14:16 16:16

荷捌き場前 7:17 9:17 12:17 14:17 16:17

金助前 7:18 9:18 12:18 14:18 16:18

島勝 7:30 9:30 12:30 14:30 16:30

停留所名停留所名停留所名停留所名

島勝 7:35 9:35 12:35 14:35 16:35

金助前 7:43 9:43 12:43 14:43 16:43

荷捌き場前 7:44 9:44 12:44 14:44 16:44

新浜 7:44 9:44 12:44 14:44 16:44

漁業前 7:45 9:45 12:45 14:45 16:45

旧小学校前 7:46 9:46 12:46 14:46 16:46

※日曜は運休

時　　　刻時　　　刻時　　　刻時　　　刻

平成25年10月1日

ふれあいバス須賀利地区（尾鷲方面）ふれあいバス須賀利地区（尾鷲方面）ふれあいバス須賀利地区（尾鷲方面）ふれあいバス須賀利地区（尾鷲方面）

時　　　刻時　　　刻時　　　刻時　　　刻

ふれあいバス須賀利地区（須賀利方面）ふれあいバス須賀利地区（須賀利方面）ふれあいバス須賀利地区（須賀利方面）ふれあいバス須賀利地区（須賀利方面）

～　15　～



八鬼山線については、三木里駅において、JR紀勢線に接続しています。また、尾鷲総合病院前において、三重交通路線バス南紀特急バス、南紀高速バスに接続しています。　

停留所名

東 古 江 6:32 8:05 12:00 15:50 18:55 19:14

し お 学 舎 前 6:32 0:00 0:00 8:05 12:00 15:50 18:55 19:14

新 開 地 6:32 0:00 ハラソ線 ハラソ線 0:00 8:06 12:01 15:51 18:56 19:15

八 十 川 橋 6:37 0:05 梶賀より 梶賀より 0:05 8:07 12:02 15:52 18:57 19:16

山 後 橋 6:38 0:06 9:34着 13:24着 0:06 8:08 12:03 15:53 18:58 19:17

三 木 里 駅 下 6:38 0:06 ↓ ↓ 0:06 8:09 12:04 15:54 18:59 19:18

三 木 里 駅 6:39 6:40 9:40 13:30 17:10 8:11 12:06 15:56 19:01 19:20

三 木 里 駅 下 6:40 6:41 9:41 13:31 17:11 8:12 12:07 15:57 19:02 19:21

山 後 橋 6:40 6:41 9:41 13:31 17:11 8:14 12:09 15:59 19:04 19:23

八 十 川 橋 6:41 6:42 9:42 13:32 17:12 8:29 12:24 16:14 19:19 19:38

三 木 里 6:41 6:42 9:42 13:32 17:12 8:30 12:25 16:15 19:20 19:39

病 院 前 6:42 6:43 9:43 13:33 17:13 8:31 12:26 16:16 19:21 19:40

松 原 6:42 6:43 9:43 13:33 17:13 8:32 12:27 16:17 19:22 19:41

名 柄 6:43 6:44 9:44 13:34 17:14 8:32 12:27 16:17 19:22 19:41

民 宿 前 6:43 6:44 9:44 13:34 17:14 8:33 12:28 16:18 19:23 19:42

小 脇 6:45 6:46 9:46 13:36 17:16 8:34 12:29 16:19 19:24 19:43

中 山 6:47 6:48 9:48 13:38 17:18 8:34 12:29 16:19 19:24 19:43

三 木 浦 口 6:48 6:49 9:49 13:39 17:19 8:35 12:30 16:20 19:25 19:44

市 場 前 6:48 6:49 9:49 13:39 17:19 8:36 12:31 16:21 19:26 19:45

三 木 浦 6:50 9:50 13:40 17:20 8:37 12:32 16:22 19:27 19:44

う み の 子 ぶ ん こ 前 6:51 9:51 13:41 17:21 8:38 12:33 16:23 19:28 19:46

コ ノ ワ （ 着 ） 6:52 9:52 13:42 17:22 8:44 12:39 16:29 19:34 19:52

コ ノ ワ （ 発 ） 6:49 6:53 9:53 13:43 17:23 8:45 12:40 16:30 19:35 19:53

う み の 子 ぶ ん こ 前 6:54 9:54 13:44 17:24 8:46 12:41 16:31 19:36 19:54

三 木 浦 6:50 6:55 9:55 13:45 17:25 8:47 12:42 16:32 19:37 19:55

市 場 前 6:50 6:55 9:55 13:45 17:25 8:48 12:43 16:33 19:38 19:56

三 木 浦 口 6:50 6:55 9:55 13:45 17:25 8:48 12:43 16:33 19:38 19:56

国 道 三 木 浦 6:52 6:57 9:57 13:47 17:27 8:55 12:50 16:40 19:45 20:03

三 木 小 学 校 前 6:53 6:58 9:58 13:48 17:28 8:56 12:51 16:41 19:46 20:04

早 田 峠 6:58 7:03 10:03 13:53 17:33 8:57 12:52 16:42 19:47 20:05

早 田 口 6:59 7:04 10:04 13:54 17:34 8:57 12:52 16:42 19:47 20:05

早 田 （ 着 ） 7:00 7:05 10:05 13:55 17:35 8:58 12:53 16:43 19:48 20:06

早 田 （ 発 ） 7:01 7:06 10:06 13:56 17:36 8:59 12:54 16:44 19:49 20:07

早 田 口 7:02 7:07 10:07 13:57 17:37 9:00 12:55 16:45 19:50 20:08

早 田 峠 7:02 7:07 10:07 13:57 17:37 9:01 12:56 16:46 19:51 20:09

九 鬼 駅 7:09 7:14 10:14 14:04 17:44 9:02 12:57 16:47 19:52 20:10

梅 の 輪 7:10 7:15 10:15 14:05 17:45 9:03 12:58 16:48 19:53 20:11

中 学 校 前 7:11 7:16 10:16 14:06 17:46 9:03 12:58 16:48 19:53 20:11

診 療 所 前 7:12 7:17 10:17 14:07 17:47 9:03 12:58 16:48 19:53 20:11

漁 業 組 合 前 7:12 7:17 10:17 14:07 17:47 9:05 13:00 16:50 19:55 20:13

九 鬼 町 （ 着 ） 7:13 7:18 10:18 14:08 17:48 9:07 13:02 16:52 19:57 20:15

九 鬼 町 （ 発 ） 7:14 7:19 10:19 14:09 17:49 9:09 13:04 16:54 19:59 20:17

漁 業 組 合 前 7:14 7:19 10:19 14:09 17:49 9:09 13:04 16:54 19:59 20:17

診 療 所 前 7:15 7:20 10:20 14:10 17:50 9:10 13:05 16:55 20:00 20:18

中 学 校 前 7:16 7:21 10:21 14:11 17:51 9:10 13:05 16:55 20:00 20:18

梅 の 輪 7:17 7:22 10:22 14:12 17:52 9:11 13:06 16:56 20:01 20:19

九 鬼 駅 7:18 7:23 10:23 14:13 17:53 9:11 13:06 16:56 20:01 20:19

国 道 矢 浜 7:33 7:38 10:38 14:28 18:08 9:12 13:07 16:57 20:02 20:20

尾 鷲 市 病 院 前 7:36 7:41 10:41 14:31 18:11 9:12 13:07 16:57 20:02 20:20

イ オ ン 前 7:37 7:42 10:42 14:32 18:12 9:13 13:08 16:58 20:03 20:08

野 地 町 7:39 7:44 10:44 14:34 18:14 ↓ ↓ ↓ 20:04 20:09

栄 町 7:40 7:45 10:45 14:35 18:15 9:35発 13:25発 17:20発 20:04 20:09

朝 日 町 7:41 7:46 10:46 14:36 18:16 ハラソ線 ハラソ線 ハラソ線 20:05 20:10

尾 鷲 港 7:42 7:47 10:47 14:37 18:17 瀬木山行き 瀬木山行き 瀬木山行き 20:10 20:15

ハ ロ ー ワ ー ク 前 7:42 7:47 10:47 14:37 18:17 20:10 20:15

瀬 木 山 7:43 7:48 10:48 14:38 18:18 20:10 20:151 東 古 江 0

1 新 開 地 5

0 し お 学 舎 前 0

1 山 後 橋 0

1 八 十 川 橋 1

1 三 木 里 駅 1

2 三 木 里 駅 下 1

15 山 後 橋 1

3 三 木 里 駅 下 0

1 三 木 里 1

1 八 十 川 橋 0

1 松 原 1

1 病 院 前 0

1 民 宿 前 2

0 名 柄 0

0 中 山 2

1 小 脇 2

1 市 場 前 0

1 三 木 浦 口 0

7 う み の 子 ぶ ん こ 前 1

1 三 木 浦 1

1 コ ノ ワ （ 着 ） 1

0 コ ノ ワ （ 発 ） 1

1 三 木 浦 1

1 う み の 子 ぶ ん こ 前 1

5 三 木 浦 口 1

1 市 場 前 0

2 三 木 小 学 校 前 7

1 国 道 三 木 浦 1

0 早 田 口 1

0 早 田 峠 0

1 早 田 （ 着 ） 1

1 早 田 （ 発 ） 1

1 早 田 峠 6

1 早 田 口 1

1 梅 の 輪 1

1 九 鬼 駅 1

1 診 療 所 前 1

0 中 学 校 前 1

2 九 鬼 町 （ 発 ） 1

2 漁 業 組 合 前 0

1 漁 業 組 合 前 0

0 九 鬼 町 （ 着 ） 1

1 中 学 校 前 1

0 診 療 所 前 1

1 九 鬼 駅 15

0 梅 の 輪 1

1 尾 鷲 市 病 院 前 1

0 国 道 矢 浜 2

0 野 地 町 1

1 イ オ ン 前 2

5 朝 日 町 1

1 栄 町 1

0 ハ ロ ー ワ ー ク 前 0

0 尾 鷲 港 1

時  分 停留所名 時  分

0 瀬 木 山

ふれあいバス八鬼山線　時刻表

平成25年5月1日～

東古江→三木里駅→三木浦→早田→漁業組合前→尾鷲市街 尾鷲市街→漁業組合前→早田→三木浦→三木里駅→東古江

区  間 時　　　　　　　　　　　刻 区  間 時　　　　　　　　　　刻

JR紀勢線

新宮行（6：10着）

JR紀勢線

多気行（7：14発）

JR紀勢線

多気行（17：06着）

JR紀勢線

新宮行（9：21着）

三重交通

南紀特急バス

上り（8：07着）

三重交通

南紀高速バス

下り（15：04着）

南紀高速バス

上り（15：06着）

南紀特急バス

上り（15：17着）

三重交通

南紀特急バス

下り（18：35着）

三重交通

南紀高速バス

上り（8：36発）

三重交通

南紀高速バス

上り（12：36発）

南紀特急バス

上り（13：07発）

三重交通

南紀特急バス

下り（16：35発）

三重交通

南紀高速バス

下り（19：14発）

南紀特急バス

下り（19：36発）

三重交通

南紀特急バス

上り（7：07着）

三重交通

南紀特急バス

上り（8：07発）

三重交通

南紀特急バス

上り（11：07発）

三重交通

南紀特急バス

下り（14：56発）

三重交通

南紀特急バス

下り（18：35発）

三重交通

南紀特急バス

下り（14：05着）

三重交通

南紀特急バス

下り（17：36着）

JR紀勢線

新宮行（9：21発）

JR紀勢線

新宮行（17：32発）

多気行（17：06発）

JR紀勢線

新宮行（20：08発）

長島行（20：18発）

～　16　～



停留所名

梶 賀 7:10 9:10 13:00 16:55 8:13 11:53 15:53 18:48

神 社 前 7:11 9:11 13:01 16:56 8:13 11:53 15:53 18:48

梶 賀 口 7:11 9:11 13:01 16:56 8:14 11:54 15:54 18:49

西 田 ノ 尻 7:16 9:16 13:06 17:01 8:16 11:56 15:56 18:51

逢 神 橋 7:17 9:17 13:07 17:02 8:17 11:57 15:57 18:52

曽 根 7:18 9:18 13:08 17:03 8:18 11:58 15:58 18:53

賀 田 駅 （ 着 ） 7:20 9:20 13:10 17:05 8:19 11:59 15:59 18:54

賀 田 駅 （ 発 ） 7:20 9:20 13:10 17:05 8:21 12:01 16:01 18:56

賀 田 7:21 9:21 13:11 17:06 8:22 12:02 16:02 18:57

ふ か つ ろ 7:23 9:23 13:13 17:08 8:24 12:04 16:04 18:59

南 古 江 7:25 9:25 13:15 17:10 8:38 12:18 16:18 19:13

古 江 7:26 9:26 13:16 17:11 8:39 12:19 16:19 19:14

東 古 江 7:27 9:27 13:17 17:12 8:40 12:20 16:20 19:15

し お 学 舎 前 7:27 9:27 13:17 17:12 8:40 12:20 16:20 19:15

新 開 地 7:27 9:27 13:17 17:12 8:41 12:21 16:21 19:16

八 十 川 橋 7:32 9:32 13:22 17:17 8:46 12:26 16:26 19:21

山 子 橋 7:33 9:33 13:23 17:18 8:46 12:26 16:26 19:21

三 木 里 駅 下 7:33 9:33 13:23 17:18 8:46 12:26 16:26 19:21

三 木 里 駅 （ 着 ） 7:34 9:34 13:24 17:19 8:47 12:27 16:27 19:22

三 木 里 駅 （ 発 ） 7:35 9:35 13:25 17:20 8:48 12:28 16:28 19:23

国 道 矢 浜 7:48 9:48 13:38 17:33 8:50 12:30 16:30 19:25

尾 鷲 市 病 院 前 7:51 9:51 13:41 17:36 8:52 12:32 16:32 19:27

ジ ャ ス コ 前 7:52 9:52 13:42 17:37 8:53 12:33 16:33 19:28

野 地 町 7:54 9:54 13:44 17:39 8:53 12:33 16:33 19:28

栄 町 7:55 9:55 13:45 17:40 8:55 12:35 16:35 19:30

朝 日 町 7:56 9:56 13:46 17:41 8:56 12:36 16:36 19:31

尾 鷲 港 7:57 9:57 13:47 17:42 8:57 12:37 16:37 19:32

長 浜 7:59 9:59 13:49 17:44 9:02 12:42 16:42 19:37

天 満 築 港 8:00 10:00 13:50 17:45 9:02 12:42 16:42 19:37

天 満 堤 防 8:00 10:00 13:50 17:45 9:03 12:43 16:43 19:38

ハラソ線については、賀田駅において、JR紀勢線に接続しています。また、尾鷲総合病院前において、三重交通路線バス南紀特急バス、南紀高速

バスに接続しています。

神 社 前

梶 賀

曽 根

八 十 川 橋

国 道 矢 浜

三 木 里 駅 （ 着 ）

山 子 橋

三 木 里 駅 下

③既存交通との整合性(H25.4.1～）

長 浜

尾 鷲 港

朝 日 町

尾 鷲 市 病 院 前

梶賀→賀田駅→古江→三木里駅→尾鷲市街 尾鷲市街→三木里駅→古江→賀田駅→梶賀

三 木 里 駅 （ 発 ）

栄 町

ふ か つ ろ

停留所名

新 開 地

天 満 堤 防

ジ ャ ス コ 前

古 江

天 満 築 港

野　　　　地　　　　　町

東 古 江

梶 賀 口

逢 神 橋

賀 田 駅 （ 着 ）

南 古 江

賀 田

し お 学 舎 前

西 田 ノ 尻

時　　　　　　　　　　刻時　　　　　　　　　　　刻

賀 田 駅 （ 発 ）

三重交通

南紀高速バス

上り（12：36発）

南紀特急バス

下り（12：05発）

三重交通

南紀特急バス

下り（16：35発）

三重交通

南紀特急バス

下り（14：05発）

三重交通

南紀高速バス

下り（19：14発）

南紀特急バス

下り（19：36発）

三重交通

南紀高速バス

上り（17：56発）

南紀特急バス

上り（18：17発）

JR紀勢線

多気行（7：09着）

JR紀勢線

多気行（8：43着）

JR紀勢線

亀山行（16：13着）

新宮行（16：13着）

JR紀勢線

新宮行（12：23着）

JR紀勢線

長島行（14：17発）

JR紀勢線

新宮行（20：13発）

JR紀勢線

新宮行（9：26発）

JR紀勢線

新宮行（7：59発）

三重交通

南紀高速バス

下り（17：14着）

三重交通

南紀特急バス

下り（9：25着）

南紀特急バス

上り（9：37着）

三重交通

南紀高速バス

下り（18：35着）

三重交通

南紀特急バス

上り（8：07着）

三重交通

南紀特急バス

上り（8：07発）

三重交通

南紀高速バス

上り（7：36着）

三重交通

南紀特急バス

上り（13：37着）

三重交通

南紀高速バス

上り（8：36着）

～　17　～
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↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

14:12

14:12

8:58

瀬 木 山

7:40

尾 鷲 港

主 婦 の 店 前 7:38

ハローワーク前 7:40 9:00

文 化 会 館 西

7:41 9:01

栄 町

7:39 8:59

9:00

朝 日 町

8:57

岡 崎 野 田 7:36 8:56

国 市 7:38 8:58

大 曽 根 浦 駅 前

夢古道おわせ前

7:30 8:50

二 本 松 7:35 8:55

向 井 小 学 校 前

11:25紀 伊 松 本 7:25 8:45

椿 園 前 7:28 8:48

7:32 8:52

向 井 7:33 8:53

熊 野 古 道

セ ン タ ー 前

7:32 8:52

向 井 西 7:33 8:53

矢 浜 7:37

7:42 9:02

7:43 9:03

9:05尾 鷲 駅 7:45

11:28

11:30

11:32

11:32

14:08

14:05

14:10

13:04

13:05

13:05

14:13

11:33

11:33

14:13

13:06

13:06

14:15

14:1611:36

11:35

13:09

13:08

14:18

11:37

11:38

14:17

13:11

13:10

14:18

14:1911:39

11:38

13:12

13:11

14:20

11:40

11:40

13:13 14:20

13:13

14:21

14:2211:42

11:41

13:15

13:14

14:25

11:43

11:45 13:18

14:2313:16

16:55

16:58

17:00

17:03

17:05

17:04

17:04

17:08

17:07

17:05

17:10

17:10

17:09

17:11

17:14

17:13

17:12

17:17

紀

伊

松

本

～

尾

鷲

駅

17:15

17:12

③既存交通との整合性

尾鷲地区については、尾鷲駅において、JR紀勢線に接続しています。また、尾鷲総合病院前において、三重交通路線バス南紀特急バス、南紀高速バスに接続しています。　

JR紀勢線多気行 （9：14発)

特急南紀

名古屋行(10:02)

JR紀勢線

新宮行（12：00発）

JR紀勢線

特急南紀

名古屋行（13：32発）

JR紀勢線

多気行（17：25発）

三重交通 南紀特急バス

下り（9：32発）

三重交通 南紀特急バス

下り（12：12発）

三重交通 尾鷲長島線

上り（11：50発）

三重交通 南紀特急バス

上り（13：00着）

JR紀勢線

長島行（14：38発）

三重交通 南紀特急バス

上る（8：00発）

三重交通 南紀特急バス

下り（14：12着）
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↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓尾 鷲 駅 8:10 9:30

イ オ ン 前 8:06 9:26

8:09 9:29野 地 町

ホ テ ル 望 月 前

大 滝 7:57 9:17

自 動 車 学 校 前 7:59 9:19

新 田 7:58 9:18

10:05

10:07

市 役 所 前 7:53 9:13

10:02

10:03

10:00

10:10

10:12

10:14

10:16

10:19

10:17

13:38

13:26

13:25

13:28

13:27

13:32

13:30

13:36

13:34

13:35

7:55 9:15

9:12 10:32

10:20

10:08

10:09

7:50 9:10

8:07 9:27

大 滝 8:02 9:22

9:20

尾 鷲 総 合 病 院 8:04 9:24

10:37

10:38

10:33

10:35

10:30

10:40

12:02

12:1010:50

11:59

12:00

12:04

10:46

10:49

10:42

10:44

10:39

15:40

15:4211:52

11:50 13:18

13:20

15:45

11:53

11:55 13:23

15:4313:21

15:47

15:4811:58

11:57

15:50

15:56

15:49

15:52

15:54

15:59

12:06

12:09

12:07

16:00

18:0017:20

17:22

17:28

18:05

17:23 18:03

18:02

18:08

18:07

18:14

18:16

18:09

17:32 18:12

17:30 18:10

尾

鷲

駅

～

尾

鷲

総

合

病

院

～

光

ヶ

丘

～

尾

鷲

駅

17:40

17:36

17:29

17:34

17:25

17:27

光 ヶ 丘

15:57 17:3710:47

尾 鷲 総 合 病 院

尾 鷲 駅

8:00

尾 鷲 駅 口 7:52

18:17

18:20

17:39 18:19

JR紀勢線

多気行（7：32着）

新宮行（7：37着）

JR紀勢線

新宮行（9：03着）

JR紀勢線

南紀特急

名古屋行（10：02着）

JR紀勢線

南紀特急

勝浦行（12：44着）

JR紀勢線

南紀特急

勝浦行（15：36着）

JR紀勢線

新宮行（17：13着）

JR紀勢線

特急南紀

名古屋行（10：02発）

JR紀勢線

特急南紀

勝浦行（10：46発）

JR紀勢線

松阪行（12：26発）

南紀特急

勝浦行（12：44発）

JR紀勢線

新宮行（18：38発）

JR紀勢線

亀山行（16：38発）

三重交通

南紀特急バス

上り（9：37発）

三重交通

南紀特急バス

下り（14：05発）

三重交通

南紀特急バス

上り（18：17発）

南紀特急バス

下り（18：35発）

三重交通

南紀高速バス

上り（12：36発）

南紀特急バス

下り（12：05発）

三重交通

南紀特急バス

下り（17：36発）

南紀高速バス

上り（17：56発）

三重交通

南紀特急バス

上り（11：07発）

南紀高速バス

下り（10：54発）

三重交通

南紀高速バス

上り（8：36着）

三重交通

南紀特急バス

上り（11：07着）

三重交通

南紀特急バス

上り（15：17着）

三重交通

南紀高速バス

下り（15：04着）

三重交通

南紀特急バス

下り（17：35着）

南紀高速バス

上り（17：56着）

三重交通

南紀特急バス

上り（13：07着）

南紀高速バス

下り（13：14着）

三重交通

南紀特急バス

下り（9：25着）

上り（9：37着）

三重交通

南紀高速バス

上り（7：36着）
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12:58

12:55

12:54

12:54

12:53

13:03

13:04

13:02

13:03

栄 町 8:22

18:2013:40尾 鷲 駅 8:20 10:55 12:50

18:22

尾 鷲 港 8:24

18:2313:43

16:07

朝 日 町 8:23 10:58

13:42

18:2416:0913:44

16:09ハローワーク前 8:24 10:59

18:2516:1013:45

18:2413:44

主 婦 の 店 前 8:26

18:2513:45

11:00

向 井 8:32

16:10

矢 浜 8:28 11:03

文 化 会 館 西 8:25 11:00

国 市

18:26

13:478:27 11:02

16:1113:46

18:2813:48

13:00

18:29

18:2716:12

16:13

12:57

18:30

岡 崎 野 田 13:00

11:07

18:33

8:30 11:05

16:1411:04

13:02

16:18

13:53

18:32

向 井 小 学 校 前 8:33

18:32

16:08

16:15

熊 野 古 道

セ ン タ ー 前

8:33 11:08

16:181108

16:17

13:50

16:17

13:49

16:05

11:07

11:01

10:59

8:32

8:29

瀬 木 山 8:25

二 本 松

夢古道おわせ前 8:34

大 曽 根 浦 駅 前

向 井 西

8:37 11:10 18:35

18:33

12:55

12:52

12:56

10:57

13:57

13:53

13:55

11:12

16:25

16:20

13:52

13:52

16:22

紀 伊 松 本 8:41 11:15

18:37椿 園 前 8:39

18:40

尾

鷲

駅

～

紀

伊

松

本

14:00

JR紀勢線

南紀特急

勝浦行（10：46着）

JR紀勢線

松阪行（12：26発）

南紀特急

勝浦行（12：44着）

JR紀勢線

南紀特急

名古屋行（13：32着）

JR紀勢線

新宮行（15：51着）

南紀特急

勝浦行（15：36着）

JR紀勢線

南紀特急

名古屋行（18：16着）

三重交通 尾鷲島勝線

上り（8：40発）

三重交通 尾鷲島勝線

上り（11：40発）

三重交通 南紀特急バス

上り（13：00発）

三重交通 尾鷲長島線

上り（16：15発）

三重交通 尾鷲長島線

上り（14：00発）
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旧小学校前
7:15 → 島勝 7:30

旧小学校前
7:46 ← 島勝 7:35

旧小学校前
9:15 → 島勝 9:30

旧小学校前
9:46 ← 島勝 9:35

旧小学校前
12:15 → 島勝 12:30

旧小学校前
12:46 ← 島勝 12:35

旧小学校前
14:15 → 島勝 14:30

旧小学校前
14:46 ← 島勝 14:35

旧小学校前
16:15 → 島勝 16:30

旧小学校前
16:46 ← 島勝 16:35

須賀利地区

須賀利地区については、島勝バス停において、三重交通路線バス島勝線に接続しています。

③既存交通との整合性

三重交通 島勝線 （7：40発）

三重交通 島勝線 （9：40発）

三重交通 島勝線 （12：40発）

三重交通 島勝線 （14：40発）

三重交通 島勝線 （16：40発）

三重交通 島勝線 （7：29着）

三重交通 島勝線 （9：29着）

三重交通 島勝線 （12：29着）

三重交通 島勝線 （14：29着）

三重交通 島勝線 （16：29着）
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④運送事業者の決定方法、⑤運送業者を選定した経緯 

 

○ふれあいバス尾鷲地区及び須賀利地区 

１．選定方法 

・プロポーザル方式により選定 

 ２．選定の経緯 

  項     目 日     程 

① 公募の周知及び公募要領等の配布 平成２６年１月１０日（金）から１月２０日（月） 

② 質問の受付期間 平成２６年１月１０日（金）から１月２２日（水） 

③ 質問への回答 平成２６年１月２４日（金） 

④ 申請書類の受付期間 平成２６年１月２４日（金）から１月３０日（木） 

⑤ 提案審査（プレゼンテーション） 平成２６年２月３日（月） 

⑥ 候補者の選定及び優秀者との交渉 平成２６年２月３日（月）から２月４日（火） 

⑦ 選定結果の通知及び公表 平成２６年２月７日（金） 

⑧ 協定の締結 平成２６年２月２０日（木） 

⑨ 業務開始 平成２６年４月１日（火） 

 ３．選定事業者 

  ・三重交通株式会社 

 

○ふれあいバス八鬼山線及びハラソ線 

 １．選定方法 

  ・随意契約 

   ４条（一般乗合旅客旅客自動車運送）許可を保有し、かつ近隣に営業所を有する事業者である。また、

急な車両のトラブルについても早急な対応が可能であるとともに安価な委託料が見込める。 

   また、現在、本市において定期路線バスを運行しており、運行におけるノウハウ、安全面での実績が

ある。 

以上のことから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第７号に該当するものと判断し、随意契約

といたしたい。 

２．選定の経緯 

  項     目 日     程 

① 様書及び見積徴収依頼の送付 平成２６年２月２０日（木） 

②業者から提出された金額が予定価格内

であったため、落札となり、契約締結 

平成２６年３月７日（金） 

 ３．選定業者 

  ・三重交通株式会
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表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統【乗合バス型（路線定期・路線不定期）運行】用）

１．申請事業者の概要

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

（補助対象事業者の「基準期間

※

を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

％

％

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロ当たり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

1 8,118,220 円 円 円

2 5,713,978 円 円 円

3 1,061,613 円 円 円

4 5,355,117 円 円 円

20,248,928 円 円 円

東海

東海

合計 18,124,885 18,124,885 18,122 千円 9,061 千円2,124,043 円 2,721千円 2,721 千円

36円. 92銭 924,160 924,160 924千円 462. 千円

10円. 98銭 5,148,913 5,148,913 5,148千円

ナ ラ

1,053,390 円

726,996 円 2,493. 千円

2,574. 千円

137,453 円

206,204 円

ツ×1/2＝ネ

37円. 00銭 7,064,830 7,064,830 7,064千円 3,532. 千円

ツ

36円. 28銭 4,986,982 4,986,982 4,986千円

補助ブ

ロック名

申

請

番

号

補助対象

経常費用

の見込額

補助対象

系統のキロ

当たり

経常収益

（ノの額）

補助対象

系統の経常

収益の

見込額

補助対象経常

費用から経常

収益を控除した額

国庫補助

上限額

国庫補助金

内定申請額

（ネ又はナのうちいず

れか少ないほうの額）

ヘ×ヲ以下の額：ワ ト

ト×ヲ以上

の額：カ

ワ－カ＝ヨ ヨ×ル＝ソ

ヨのうち補助ブ

ロック外乗入部

分及び同一補助

ブロック市区町

村外乗入部分以

外に係るもの

補助対象経費 補助対象経費の1/2

71,011.5km

復 18.9km 22.0km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km

合計 系統

100%

往 25.0km 往 0.0km 往 0.0km

0.0km

往 0.0km 往 0.0km

往 5.1km 往 0.0km

100%

18,780.0km

復 6.0km 6.0km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km

0.0km

往 0.0km

尾鷲市ふれあいバス

須賀利地区

旧小学

校前

漁協前 島勝

3,723.0km

復 5.1km 5.1km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km

日 365 回3

尾鷲市ふれあいバス

尾鷲地区

尾鷲駅 朝日町

夢古

道

おわ

せ前

365

4

往 0.0km

100%

313 日 1565 回

往 6.0km

20,038.5km

復 0.0km 3.1km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km

往 0.0km

（平均）往 7.8km （平均）

100.0% 28,470.0km

復 7.8km 7.8km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km

往 0.0km （平均） 往 0.0km

1

尾鷲市ふれあいバス

尾鷲地区

尾鷲駅 朝日町
紀伊松本

2

尾鷲市ふれあいバス

尾鷲地区

尾鷲駅
光ヶ丘

尾鷲駅

365 日 3285 回

往 6.1km

365 日 1825 回

チ リ ヌ

計画運行回

数

系統キロ程

補助ブロック外

乗入部分のキロ程

同一補助ブロック

市区町村外乗入

部分のキロ程

申

請

番

号

運行

系統名

運行系統

計画運行日

数

起点

主な

経由地

終

点

補助ブロック外乗り入れ部分

及び同一補助ブロック市区町

村外乗り入れ部分以外のキ

ロ程の比率

計画実車走行キロ

（チ－（リ＋ヌ））÷チ＝ル ヲ

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

補助ブ

ロック名

補助ブロック名

補助対象事業者の実車

走行キロ当たり経常費用

ｃ×（1+（d÷2））

2

 = ニ

地域キロ当たり

標準経常費用

ホ

キロ当たり経常費用

ニとホのいずれか少ない額

ヘ

キロ当たり経常収益

イ÷ハ

東海 285円. 15銭 373円. 46銭373円. 46銭373円. 46銭373円. 46銭 285円.15銭 29円.40銭

基準期間の前々年度の実車走行キロ(ハ”) 54,006.0 経常収支率 14.27

補助ブロック名

補助対象事業者の実車走行

キロ当たり経常費用

（基準期間の前々年度）

ロ”÷ハ”＝　ａ

補助対象事業者の実車走行

キロ当たり経常費用

（基準期間の前年度）

ロ’÷ハ’＝　ｂ

補助対象事業者の実車走行

キロ当たり経常費用

　（基準期間）

ロ÷ハ＝ｃ

平均増減率

(((ｂ÷ａ)-1)＋((ｃ÷ｂ)-

1))÷2　=　ｄ

東海 222円. 12銭 226円. 60銭 261円. 73銭 8.76

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

▲ 10,283営業損益 ▲ 10,283 千円 営業外損益 経常損益

11,996 千円 営業外費用 0 経常費用（ロ”） 11,996

基準期間の前々年度の

損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 1,713 千円 営業外収益 0 経常収益（イ”） 1,713

営業費用

11.23

基準期間の前年度の実車走行キロ(ハ’) 52,231.5 経常収支率 15.18

基準期間の前年度の

損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

▲ 10,039

営業外収益 0

経常損益 ▲ 16,498営業損益 ▲ 16,498

経常費用（ロ’）

補助対象期間の前々年度の実車走行キロ(ハ) 71,011.5 経常収支率

営業費用 11,836

経常収益（イ） 2,088

営業外費用 0 経常費用（ロ） 18,586

平成２７年度

補助対象期間の

前々年度(基準期間

※

)の

損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 2,088 千円 営業外収益 0

事業者名 尾鷲市

営業費用 18,586 千円

千円 営業外損益

経常収益（イ’） 1,797

0

営業収益 1,797 千円

11,836千円 営業外費用

営業損益 ▲ 10,039 千円 営業外損益 経常損益

～　23　～



1 7,064,830 円

2 4,986,982 円

3 924,160 円

4 5,148,913 円

18,124,885 円 15,403,885 円 円 ％
15420885

円 100 ％ 0 円 ％ 0 円 ％

（補助対象系統のキロ当たり経常収益の算定表）

申請

番号

1 ％

2 ％

3 ％

4 ％

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

(1) 記載要領

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表１（附則第12条の適用を受ける事業者にあっては別表２）の名称を記載すること。

13円. 56銭 ▲ 20.00 10円. 98銭

31円. 86銭

16円. 95銭

36円. 46銭 35円. 10銭

東海

東海

 8.「系統キロ程」、「補助ブロック外乗入部分のキロ程」及び「市区町村外乗入部分のキロ程」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出し、往・復のキロ程が異なる系統については、平均値も

記載すること。また、平均値の合計の欄については、往・復の合計の平均値ではなく、各申請系統の往・復の平均値の合計を記載すること。

 9.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分のキロ程」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分のキロ程を記載することとし、補助ブロックが異なる市区町村外乗入部分は（リ）に記

載すること。

 2.乗合バス事業の収益、実車走行キロについては、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期

間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載するこ

と。

36円. 28銭

31円. 99銭 5.12 36円. 92銭

(2) 添付書類

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る

経常費用を除く）及 びこれに関連する必要な事項を記載した書類（関連書類）、並びに基準期間の前年度、基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類（但し、前年度の補助対象期間に

係る生活交通ネットワーク計画の添付書類として既に提出している場合は、基準期間の前年度及び基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類の添付を省略することができる。）

10.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のキロ程の比率（ル）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

11.「計画実車走行キロ」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

12.「補助対象経費」の欄は、（ソ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

13.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.1～0.9千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

14.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

15.「補助対象期間の前々年度（基準期間）の損益状況」、「基準期間の前年度の損益状況」、「基準期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

33円. 02銭 36円. 46銭 35円. 10銭 3.34

16.「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」の欄は、新設系統で基準期間の実績がない場合は、市区町村協議会等が算出する経常収益の見込額を記載すること。

　　また、基準期間の前々年度の実績がない場合は、基準期間と基準期間の前年度の増減率を平均増減率として「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」を算出することとし、基準期

間の前年度と基準期間の前々年度のいずれの実績がない場合は、基準期間の実績を「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」として記載すること。

17.「平均増減率」は％以下第２位（小数点第３位切り捨て）まで算出して記載すること。

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、原則として、昭和52年５月17日付け自

総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。

 5.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

 6.地域キロ当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局等が通知した数値によること。

 7.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

合計

36円. 46銭 35円. 10銭 5.35 37円. 00銭

補助ブロック

名

補助対象系統の実車走行キ

ロ当たり経常収益

（基準期間の前々年度）　ｅ

補助対象系統の実車走行キ

ロ当たり経常収益

（基準期間の前年度）　ｆ

補助対象系統の実車走行キ

ロ当たり経常収益

　（基準期間

※

） ｇ

平均増減率

(((ｆ÷ｅ)-1)＋((ｇ÷ｆ)-1))

÷2　=　ｈ

補助対象系統の実車走行キロ当た

り経常収益

ｇ×（1+（ｈ÷2））

2 

=  ノ

負担額 負担割合負担割合

事業者自己負担

「その他の

者」の具体的

概要

ニ×ヲ－カ＝ム ム－ラ＝ウ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額

補助ブ

ロック名

申

請

番

号

経常費用から

経常収益を控除

した額

損失額から国

庫補助額を

控除した額

ウの負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者

～　24　～



表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統【乗合バス型（路線定期・路線不定期）運行】用）

１．申請事業者の概要

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

㎞

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

㎞

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

㎞

（補助対象事業者の「基準期間

※

を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロあたり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

東海 往 31.8 Km （平均） 往 Km （平均） 往 Km （平均）

復 31.8 Km 31.8 Km 復 Km Km 復 Km Km

往 3.4 Km 往 Km 往 Km

復 3.4 Km 3.4 Km 復 Km Km 復 Km Km

往 25.0 Km 往 Km 往 Km

復 25.0 Km 25.0 Km 復 Km Km 復 Km Km

往 60.2 Km 往 0.0 Km 往 0.0 Km

復 60.2 Km 60.2 Km 復 0.0 Km 0.0 Km 復 0.0 Km 0.0 Km

東海

7,704.524,170,300 円 120円01銭 8,760,730 15,409円

73,000.0 Km

100.000%

365 日 1,460.0

3系統

円

補助対象系統のキロ当たり

経常収益

(ノの額)

322.5 千円

71円22銭

千円

運行

系統名

ツ

補助ブロック外

乗入部分のキロ程

リ

同一補助ブロック

都道府県外乗入

部分のキロ程

ヌ

Km

梶賀

事業者名 三重交通株式会社

申請

番号

合計

計画運行

日数

主な

経由地

運行系統

起点

系統キロ程

チ

三木里駅前

365

終点

回365

第2号 71円22銭

円

645

円

千円

補助対象経常

費用から経常

収益を控除した額

千円

円円 645,022

円

24,131,417円

千円

40,186,009 円

円

15,409,570 円 15,409,570

円

40,186,009

第3号

12,065.5円 24,131 千円円

第3号

821,790

6,033千円 6,033

尾鷲市ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ

補助ブ

ロック

名

第1号

第1号

第2号

補助ブ

ロック

名

申請

番号

6,613,204

365.0日

ハラソ線 天満堤防 三木里駅前

東古江三木里駅前

40,185

尾鷲市ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ

瀬木山 三木浦

15,550,702

尾鷲市ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ

八鬼山線

補助対象

経常費用

の見込額

30,744,621

ヘ×ヲ以下の額：ワ ト

千円千円20,092合計 55,736,711 円

国庫補助金内定申請

額

（ネ又はナのうちいずれ

か少ないほうの額）

平成27年度分

補助対象系統の経常

収益の見込額

ト×ヲ以上の額：カ

176,768

補助ブロック外乗り入れ部分及

び同一補助ブロック市区町村外

乗り入れ部分以外のキロ程の

比率

（チ－（リ＋ヌ））÷チ＝

ル

100.000%

計画実車走行キロ

ヲ

92,856.0

2,482.0

Km

Km

100.000%

回

ラ

168,338.0

ツ×1/2＝ネ

補助対象経費の１/２補助対象経費

千円

ワ－カ＝ヨ ヨ×ル＝ソ

ヨのうち補助ブロック外乗入部

分及び同一補助ブロック市町村

外乗入部分以外に係るもの

国庫補助

上限額

ナ

5,969,159 営業外収益 34,224 経常収益（イ） 6,003,383

営業費用 7,216,736 営業外費用 31,815 経常費用（ロ） 7,248,551

経常損益 △ 1,245,168

補助対象期間の

前々年度の

実車走行キロ（ハ）

22,100,102.8

経常収支率

営業損益 △ 1,247,577 営業外損益 2,409

補助対象期間の

前々年度(基準期間

※

)の

損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益

5,875,943 営業外収益 43,143 経常収益（イ’） 5,919,086

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益

営業費用 7,212,994 営業外費用 34,933 経常費用（ロ’） 7,247,927

経常損益 △ 1,328,841

基準期間の前年度

の

実車走行キロ（ハ’）

22,356,471.8

経常収支率

営業損益 △ 1,337,051 営業外損益 8,210

基準期間の前年度

の

損益状況

6,128,127 営業外収益 30,486 経常収益（イ”） 6,158,613

営業費用 7,322,496 営業外費用 28,168 経常費用（ロ”） 7,350,664

経常損益 △ 1,192,051

基準期間の前々年

度の

実車走行キロ（ハ”）

22,843,096.2

経常収支率

営業損益 △ 1,194,369 営業外損益 2,318

基準期間の前々年

度の

損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益

補助ブロック名

補助対象事業者の実

車走行キロ当たり経常

費用

（基準期間の前々年

補助対象事業者の実

車走行キロ当たり経常

費用

（基準期間の前年度）

補助対象事業者の実

車走行キロ当たり経常

費用

（基準期間）

平均増減率

ロ”÷ハ”＝ａ ロ’÷ハ’＝ｂ

キロ当たり経常収益

ｃ×（1+（d÷2））

2

 =

ニ

ホ ヘ イ÷ハ

ロ÷ハ＝ｃ

(((ｂ÷ａ)-1)＋((ｃ÷

ｂ)-1))÷2 = ｄ

八鬼山線

327円98銭

補助ブロック名

補助対象事業者の

実車走行キロ当たり

経常費用

地域キロ当たり

標準経常費用

キロ当たり経常費用

ニとホのいずれか少ない額

東海 321円78銭 324円19銭

東海 331円10銭 356円80銭 331円10銭

645,022

24,131,417

計画運行

回数

1,460.0

回

日

82.82%

81.67%

83.78%

0.95%

271円64銭

～　25　～



東海

（補助対象系統のキロ当たり経常収益の算定表）

申請

番号

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

115円16銭 120円01銭

第3号 15,409,570 円

80円38銭

東海

第3号 106円16銭

補助対象系統の実車走行キロ

当たり経常収益

ｇ×（1+（ｈ÷2））

2 

=  ノ

645,022

24,131,417 円第1号

負担額

第2号

ウの負担者とその負担割合

都道府県

負担額

15.「補助対象期間の前々年度（基準期間）の損益状況」、「基準期間の前年度の損益状況」、「基準期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

13.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.1～0.9千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

17.「平均増減率」は％以下第２位（小数点第３位切り捨て）まで算出して記載すること。

 9.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分のキロ程」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分のキロ程を記載することとし、補助ブロックが異なる市区町村外乗入部分は（リ）に記載すること。

16.「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」の欄は、新設系統で基準期間の実績がない場合は、市区町村協議会等が算出する経常収益の見込額を記載すること。

　　また、基準期間の前々年度の実績がない場合は、基準期間と基準期間の前年度の増減率を平均増減率として「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」を算出することとし、基準期間の前年度と基準期間の前々年度のいずれの実績がない場合は、基準期間の実績を「補助

対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」として記載すること。

34,153,009

12.「補助対象経費」の欄は、（ソ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

 7.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

 8.「系統キロ程」、「補助ブロック外乗入部分のキロ程」及び「市区町村外乗入部分のキロ程」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出し、往・復のキロ程が異なる系統については、平均値も記載すること。また、平均値の合計の欄については、往・復の合計の平均値ではなく、各申請

系統の往・復の平均値の合計を記載すること。

 5.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

10.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のキロ程の比率（ル）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

11.「計画実車走行キロ」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

 6.地域キロ当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局長が通知した数値によること。

108円34銭

円 円 円 ％円100.0 ％

「その他の者」の具体的

概要

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表１（附則第12条の適用を受ける事業者にあっては別表２）の名称を記載すること。

％円 ％ 34,153,009

平均増減率

(((ｆ÷ｅ)-1)＋((ｇ÷ｆ)-

1))÷2　=　ｈ

83円01銭

負担額 負担割合

市区町村 その他の者

負担割合

事業者自己負担

負担割合 負担額 負担割合

補助ブ

ロック

名

申請

番号

二×ヲ－カ＝ム ム－ラ＝ウ

経常費用から

経常収益を

控除した額

損失額から国庫補助額

を控除した額

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除く）及 びこれに関連する必要な事項を記載した書類（関連書類）、並びに基準

期間の前年度、基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類（但し、前年度の補助対象期間に係る生活交通ネットワーク計画の添付書類として既に提出している場合は、基準期間の前年度及び基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類の添付を省略することができ

る。）

補助ブロック名

補助対象系統の実車

走行キロ当たり経常収

益

（基準期間の前々年

度）　ｅ

補助対象系統の実車

走行キロ当たり経常収

益

（基準期間の前年度）

ｆ

補助対象系統の実車

走行キロ当たり経常収

益

　（基準期間

※

） ｇ

第1号 104円19銭 83円01銭 80円38銭

-11.74%

(2) 添付書類

第2号 104円19銭

14.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

 2.乗合バス事業の収益、実車走行キロについては、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載すること。

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、原則として昭和52年５月17日付け自総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。

71円22銭

4.17%

(1) 記載要領

71円22銭

合計 40,186,009 円

円

-11.74%
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表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統【乗合バス型（路線定期・路線不定期）運行】用）

１．申請事業者の概要

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

（補助対象事業者の「基準期間

※

を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

％

％

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロ当たり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

1 8,118,220 円 円 円

2 5,713,978 円 円 円

3 1,061,613 円 円 円

4 5,355,117 円 円 円

20,248,928 円 円 円 2,721千円 2,721 千円

2,574. 千円

合計 2,124,043 円 18,124,885 18,124,885 18,122 千円 9,061 千円

137,453 円 924,160 924,160 924千円 462. 千円

10円. 98銭 206,204 円 5,148,913 5,148,913 5,148千円

3,532. 千円

36円. 28銭 726,996 円 4,986,982 4,986,982 4,986千円 2,493. 千円

36円. 92銭

ツ ツ×1/2＝ネ ナ ラ

東海

37円. 00銭 1,053,390 円 7,064,830 7,064,830 7,064千円

ヨのうち補助ブ

ロック外乗入部

分及び同一補助

ブロック市区町

村外乗入部分以

外に係るもの

補助対象経費 補助対象経費の1/2

国庫補助

上限額

国庫補助金

内定申請額

（ネ又はナのうちいず

れか少ないほうの額）

ヘ×ヲ以下の額：ワ ト

ト×ヲ以上

の額：カ

ワ－カ＝ヨ ヨ×ル＝ソ

補助ブ

ロック名

申

請

番

号

補助対象

経常費用

の見込額

補助対象

系統のキロ

当たり

経常収益

（ノの額）

補助対象

系統の経常

収益の

見込額

補助対象経常

費用から経常

収益を控除した額

71,011.5km

復 18.9km 22.0km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km

往 25.0km 往 0.0km 往 0.0km

合計 系統

往 0.0km

100% 18,780.0km

0.0km 復 0.0km 0.0km

日 1565 回

往 6.0km 往 0.0km

復 6.0km 6.0km 復 0.0km

4

尾鷲市ふれあいバス

須賀利地区

旧小学

校前

漁協前 島勝 313

往 0.0km

100% 3,723.0km

0.0km 復 0.0km 0.0km

日 365 回

往 5.1km 往 0.0km

復 5.1km 5.1km 復 0.0km

3

尾鷲市ふれあいバス

尾鷲地区

尾鷲駅 朝日町

夢古

道

おわ

せ前

365

20,038.5km

復 0.0km 3.1km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km

往 0.0km 往 0.0km

100%
尾鷲駅

365 日 3285 回

往 6.1km

28,470.0km

復 7.8km 7.8km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km

往 0.0km （平均） 往 0.0km （平均）

100.0%365 日 1825 回

往 7.8km （平均）

東海

1

尾鷲市ふれあいバス

尾鷲地区

尾鷲駅 朝日町
紀伊松本

2

尾鷲市ふれあいバス

尾鷲地区

尾鷲駅
光ヶ丘

チ リ ヌ

計画運行回

数

系統キロ程

補助ブロック外

乗入部分のキロ程

同一補助ブロック

市区町村外乗入

部分のキロ程

補助ブロック外乗り入れ部分

及び同一補助ブロック市区町

村外乗り入れ部分以外のキ

ロ程の比率

計画実車走行キロ

（チ－（リ＋ヌ））÷チ＝ル ヲ

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

補助ブ

ロック名

申

請

番

号

運行

系統名

運行系統

計画運行日

数

補助ブロック名

補助対象事業者の実車

走行キロ当たり経常費用

ｃ×（1+（d÷2））

2

 = ニ

地域キロ当たり

標準経常費用

ホ

起点

主な

経由地

終

点

キロ当たり経常費用

ニとホのいずれか少ない額

ヘ

キロ当たり経常収益

イ÷ハ

東海 285円. 15銭 373円. 46銭373円. 46銭373円. 46銭373円. 46銭 285円.15銭 29円.40銭

東海 222円. 12銭 226円. 60銭 261円. 73銭 8.76

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

▲ 10,283

基準期間の前々年度の実車走行キロ(ハ”) 54,006.0 経常収支率 14.27

補助ブロック名

補助対象事業者の実車走行

キロ当たり経常費用

（基準期間の前々年度）

ロ”÷ハ”＝　ａ

補助対象事業者の実車走行

キロ当たり経常費用

（基準期間の前年度）

ロ’÷ハ’＝　ｂ

補助対象事業者の実車走行

キロ当たり経常費用

　（基準期間）

ロ÷ハ＝ｃ

平均増減率

(((ｂ÷ａ)-1)＋((ｃ÷ｂ)-

1))÷2　=　ｄ

営業損益 ▲ 10,283 千円 営業外損益 経常損益

0 経常収益（イ”） 1,713

営業費用 11,996 千円 営業外費用 0 経常費用（ロ”） 11,996

基準期間の前年度の実車走行キロ(ハ’) 52,231.5 経常収支率 15.18

基準期間の前々年度の

損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 1,713 千円 営業外収益

11,836

営業損益 ▲ 10,039 千円 営業外損益 経常損益 ▲ 10,039

営業外収益 0 経常収益（イ’） 1,797

営業費用 11,836 千円 営業外費用 0 経常費用（ロ’）

▲ 16,498

補助対象期間の前々年度の実車走行キロ(ハ) 71,011.5 経常収支率 11.23

基準期間の前年度の

損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 1,797 千円

営業損益 ▲ 16,498 千円 営業外損益 経常損益

経常収益（イ） 2,088

営業費用 18,586 千円 営業外費用 0 経常費用（ロ） 18,586

事業者名 尾鷲市 平成２８年度

補助対象期間の

前々年度(基準期間

※

)の

損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 2,088 千円 営業外収益 0
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1 7,064,830 円

2 4,986,982 円

3 924,160 円

4 5,148,913 円

18,124,885 円 15,403,885 円 円 ％
15420885

円 100 ％ 0 円 ％ 0 円 ％

（補助対象系統のキロ当たり経常収益の算定表）

申請

番号

1 ％

2 ％

3 ％

4 ％

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

17.「平均増減率」は％以下第２位（小数点第３位切り捨て）まで算出して記載すること。

(2) 添付書類

 8.「系統キロ程」、「補助ブロック外乗入部分のキロ程」及び「市区町村外乗入部分のキロ程」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出し、往・復のキロ程が異なる系統については、平均値も

記載すること。また、平均値の合計の欄については、往・復の合計の平均値ではなく、各申請系統の往・復の平均値の合計を記載すること。

 9.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分のキロ程」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分のキロ程を記載することとし、補助ブロックが異なる市区町村外乗入部分は（リ）に記

載すること。

10.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のキロ程の比率（ル）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

11.「計画実車走行キロ」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

12.「補助対象経費」の欄は、（ソ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る

経常費用を除く）及 びこれに関連する必要な事項を記載した書類（関連書類）、並びに基準期間の前年度、基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類（但し、前年度の補助対象期間に

係る生活交通ネットワーク計画の添付書類として既に提出している場合は、基準期間の前年度及び基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類の添付を省略することができる。）

13.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.1～0.9千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

14.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

15.「補助対象期間の前々年度（基準期間）の損益状況」、「基準期間の前年度の損益状況」、「基準期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

16.「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」の欄は、新設系統で基準期間の実績がない場合は、市区町村協議会等が算出する経常収益の見込額を記載すること。

　　また、基準期間の前々年度の実績がない場合は、基準期間と基準期間の前年度の増減率を平均増減率として「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」を算出することとし、基準期

間の前年度と基準期間の前々年度のいずれの実績がない場合は、基準期間の実績を「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」として記載すること。

 2.乗合バス事業の収益、実車走行キロについては、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期

間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載するこ

と。

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、原則として、昭和52年５月17日付け自

総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。

 5.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

 6.地域キロ当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局等が通知した数値によること。

 7.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

(1) 記載要領

東海

31円. 86銭 36円. 46銭 35円. 10銭

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表１（附則第12条の適用を受ける事業者にあっては別表２）の名称を記載すること。

31円. 99銭 36円. 46銭 35円. 10銭 5.12 36円. 92銭

16円. 95銭 13円. 56銭 ▲ 20.00 10円. 98銭

5.35 37円. 00銭

33円. 02銭 36円. 46銭 35円. 10銭 3.34 36円. 28銭

補助ブロック

名

補助対象系統の実車走行キ

ロ当たり経常収益

（基準期間の前々年度）　ｅ

補助対象系統の実車走行キ

ロ当たり経常収益

（基準期間の前年度）　ｆ

補助対象系統の実車走行キ

ロ当たり経常収益

　（基準期間

※

） ｇ

平均増減率

(((ｆ÷ｅ)-1)＋((ｇ÷ｆ)-1))

÷2　=　ｈ

補助対象系統の実車走行キロ当た

り経常収益

ｇ×（1+（ｈ÷2））

2 

=  ノ

合計

負担額 負担割合

東海

事業者自己負担

「その他の

者」の具体的

概要

ニ×ヲ－カ＝ム ム－ラ＝ウ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合

補助ブ

ロック名

申

請

番

号

経常費用から

経常収益を控除

した額

損失額から国

庫補助額を

控除した額

ウの負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者

～　28　～



表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統【乗合バス型（路線定期・路線不定期）運行】用）

１．申請事業者の概要

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

㎞

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

㎞

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

㎞

（補助対象事業者の「基準期間

※

を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロあたり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

東海 往 31.8 Km （平均） 往 Km （平均） 往 Km （平均）

復 31.8 Km 31.8 Km 復 Km Km 復 Km Km

往 3.4 Km 往 Km 往 Km

復 3.4 Km 3.4 Km 復 Km Km 復 Km Km

往 25.0 Km 往 Km 往 Km

復 25.0 Km 25.0 Km 復 Km Km 復 Km Km

往 60.2 Km 往 0.0 Km 往 0.0 Km

復 60.2 Km 60.2 Km 復 0.0 Km 0.0 Km 復 0.0 Km 0.0 Km

東海

7,725.524,236,520 円 120円01銭 8,784,732 15,451円

73,200.0 Km

100.000%

366 日 1,464.0

3系統

円

補助対象系統のキロ当たり

経常収益

(ノの額)

323.0 千円

71円22銭

千円

ツ

補助ブロック外

乗入部分のキロ程

リ

同一補助ブロック

都道府県外乗入

部分のキロ程

ヌ

Km

梶賀

事業者名 三重交通株式会社

申請

番号

合計

計画運行

日数

主な

経由地

運行系統

起点

系統キロ程

チ

三木里駅前

366

終点

回366

第2号 71円22銭

円

646

円

千円

補助対象経常

費用から経常

収益を控除した額

千円

円円 646,789

円

24,197,531円

千円

40,296,108 円

円

15,451,788 円 15,451,788

円

40,296,108

第3号

12,098.5円 24,197 千円円

824,041

6,033千円 6,033

第1号

第1号

第2号

補助ブ

ロック

名

申請

番号

第3号

三木里駅前

尾鷲市ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ

補助ブ

ロック

名

運行

系統名

八鬼山線

30,828,853 6,631,322

366.0日

ハラソ線 天満堤防 三木里駅前

東古江

40,294

尾鷲市ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ

瀬木山 三木浦

15,593,306

尾鷲市ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ

八鬼山線

補助対象

経常費用

の見込額

ヘ×ヲ以下の額：ワ ト

千円千円20,147合計 55,889,414 円

国庫補助金内定申請

額

（ネ又はナのうちいずれ

か少ないほうの額）

平成28年度分

補助対象系統の経常

収益の見込額

ト×ヲ以上の額：カ

177,252

補助ブロック外乗り入れ部分及

び同一補助ブロック市区町村外

乗り入れ部分以外のキロ程の

比率

（チ－（リ＋ヌ））÷チ＝

ル

100.000%

計画実車走行キロ

ヲ

93,110.4

2,488.8

Km

Km

100.000%

回

ラ

168,799.2

ツ×1/2＝ネ

補助対象経費の１/２補助対象経費

千円

ワ－カ＝ヨ ヨ×ル＝ソ

ヨのうち補助ブロック外乗入部

分及び同一補助ブロック市町村

外乗入部分以外に係るもの

国庫補助

上限額

ナ

5,969,159 営業外収益 34,224 経常収益（イ） 6,003,383

営業費用 7,216,736 営業外費用 31,815 経常費用（ロ） 7,248,551

経常損益 △ 1,245,168

補助対象期間の

前々年度の

実車走行キロ（ハ）

22,100,102.8

経常収支率

営業損益 △ 1,247,577 営業外損益 2,409

補助対象期間の

前々年度(基準期間

※

)の

損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益

5,875,943 営業外収益 43,143 経常収益（イ’） 5,919,086

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益

営業費用 7,212,994 営業外費用 34,933 経常費用（ロ’） 7,247,927

経常損益 △ 1,328,841

基準期間の前年度

の

実車走行キロ（ハ’）

22,356,471.8

経常収支率

営業損益 △ 1,337,051 営業外損益 8,210

基準期間の前年度

の

損益状況

6,128,127 営業外収益 30,486 経常収益（イ”） 6,158,613

営業費用 7,322,496 営業外費用 28,168 経常費用（ロ”） 7,350,664

経常損益 △ 1,192,051

基準期間の前々年

度の

実車走行キロ（ハ”）

22,843,096.2

経常収支率

営業損益 △ 1,194,369 営業外損益 2,318

基準期間の前々年

度の

損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益

補助ブロック名

補助対象事業者の実

車走行キロ当たり経常

費用

（基準期間の前々年

補助対象事業者の実

車走行キロ当たり経常

費用

（基準期間の前年度）

補助対象事業者の実

車走行キロ当たり経常

費用

（基準期間）

平均増減率

ロ”÷ハ”＝ａ ロ’÷ハ’＝ｂ ロ÷ハ＝ｃ

(((ｂ÷ａ)-1)＋((ｃ÷

ｂ)-1))÷2 = ｄ

東海 321円78銭 324円19銭 327円98銭

補助ブロック名

補助対象事業者の

実車走行キロ当たり

経常費用

地域キロ当たり

標準経常費用

キロ当たり経常費用

ニとホのいずれか少ない額

キロ当たり経常収益

ｃ×（1+（d÷2））

2

 =

ニ

ホ ヘ イ÷ハ

東海 331円10銭 356円80銭 331円10銭

646,789

24,197,531

計画運行

回数

1,464.0

回

日

82.82%

81.67%

83.78%

0.95%

271円64銭

～　29　～



東海

（補助対象系統のキロ当たり経常収益の算定表）

申請

番号

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

108円34銭 115円16銭 120円01銭

第3号 15,451,788 円

80円38銭

東海

第3号 106円16銭

646,789

24,197,531 円第1号

負担額

第2号

ウの負担者とその負担割合

都道府県

15.「補助対象期間の前々年度（基準期間）の損益状況」、「基準期間の前年度の損益状況」、「基準期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

13.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.1～0.9千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

17.「平均増減率」は％以下第２位（小数点第３位切り捨て）まで算出して記載すること。

 9.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分のキロ程」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分のキロ程を記載することとし、補助ブロックが異なる市区町村外乗入部分は（リ）に記載すること。

16.「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」の欄は、新設系統で基準期間の実績がない場合は、市区町村協議会等が算出する経常収益の見込額を記載すること。

　　また、基準期間の前々年度の実績がない場合は、基準期間と基準期間の前年度の増減率を平均増減率として「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」を算出することとし、基準期間の前年度と基準期間の前々年度のいずれの実績がない場合は、基準期間の実績を「補助

対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」として記載すること。

34,263,108

12.「補助対象経費」の欄は、（ソ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

 7.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

 8.「系統キロ程」、「補助ブロック外乗入部分のキロ程」及び「市区町村外乗入部分のキロ程」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出し、往・復のキロ程が異なる系統については、平均値も記載すること。また、平均値の合計の欄については、往・復の合計の平均値ではなく、各申請

系統の往・復の平均値の合計を記載すること。

 5.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

10.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のキロ程の比率（ル）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

11.「計画実車走行キロ」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

 6.地域キロ当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局長が通知した数値によること。

円 円

平均増減率

(((ｆ÷ｅ)-1)＋((ｇ÷ｆ)-

1))÷2　=　ｈ

83円01銭

(1) 記載要領

円 ％円100.0 ％ ％円 ％ 34,263,108

負担額 負担額 負担割合

市区町村 その他の者

負担割合負担割合

「その他の者」の具体的

概要

事業者自己負担

負担割合 負担額

補助ブ

ロック

名

申請

番号

二×ヲ－カ＝ム ム－ラ＝ウ

経常費用から

経常収益を

控除した額

損失額から国庫補助額

を控除した額

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除く）及 びこれに関連する必要な事項を記載した書類（関連書類）、並びに基準

期間の前年度、基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類（但し、前年度の補助対象期間に係る生活交通ネットワーク計画の添付書類として既に提出している場合は、基準期間の前年度及び基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類の添付を省略することができ

る。）

補助ブロック名

補助対象系統の実車

走行キロ当たり経常収

益

（基準期間の前々年

度）　ｅ

補助対象系統の実車

走行キロ当たり経常収

益

（基準期間の前年度）

ｆ

補助対象系統の実車

走行キロ当たり経常収

益

　（基準期間

※

） ｇ

第1号 104円19銭 83円01銭 80円38銭

-11.74%

(2) 添付書類

第2号 104円19銭

14.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

 2.乗合バス事業の収益、実車走行キロについては、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載すること。

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、原則として昭和52年５月17日付け自総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。

71円22銭

4.17%

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表１（附則第12条の適用を受ける事業者にあっては別表２）の名称を記載すること。

円

-11.74%

補助対象系統の実車走行キロ

当たり経常収益

ｇ×（1+（ｈ÷2））

2 

=  ノ

71円22銭

合計 40,296,108 円

～　30　～



表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統【乗合バス型（路線定期・路線不定期）運行】用）

１．申請事業者の概要

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

千円 千円

千円 千円

千円 千円

㎞ ％

（補助対象事業者の「基準期間

※

を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

％

％

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロ当たり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

1 8,118,220 円 円 円

2 5,713,978 円 円 円

3 1,061,613 円 円 円

4 5,355,117 円 円 円

20,248,928 円 円 円

事業者名 尾鷲市 平成２９年度

補助対象期間の

前々年度(基準期間

※

)の

損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 2,088 千円 営業外収益 0 経常収益（イ） 2,088

営業費用 18,586 千円 営業外費用 0 経常費用（ロ） 18,586

営業損益 ▲ 16,498 千円 営業外損益 経常損益 ▲ 16,498

補助対象期間の前々年度の実車走行キロ(ハ) 71,011.5 経常収支率 11.23

基準期間の前年度の

損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 1,797 千円 営業外収益 0 経常収益（イ’） 1,797

営業費用 11,836 千円 営業外費用 0 経常費用（ロ’） 11,836

営業損益 ▲ 10,039 千円 営業外損益 経常損益 ▲ 10,039

基準期間の前年度の実車走行キロ(ハ’) 52,231.5 経常収支率 15.18

基準期間の前々年度の

損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益 1,713 千円 営業外収益 0 経常収益（イ”） 1,713

営業費用 11,996 千円 営業外費用 0 経常費用（ロ”） 11,996

営業損益 ▲ 10,283 千円 営業外損益 経常損益 ▲ 10,283

基準期間の前々年度の実車走行キロ(ハ”) 54,006.0 経常収支率 14.27

補助ブロック名

補助対象事業者の実車走行

キロ当たり経常費用

（基準期間の前々年度）

ロ”÷ハ”＝　ａ

補助対象事業者の実車走行

キロ当たり経常費用

（基準期間の前年度）

ロ’÷ハ’＝　ｂ

補助対象事業者の実車走行

キロ当たり経常費用

　（基準期間）

ロ÷ハ＝ｃ

平均増減率

(((ｂ÷ａ)-1)＋((ｃ÷ｂ)-

1))÷2　=　ｄ

東海 222円. 12銭 226円. 60銭 261円. 73銭 8.76

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

キロ当たり経常費用

ニとホのいずれか少ない額

ヘ

キロ当たり経常収益

イ÷ハ

東海 285円. 15銭 373円. 46銭373円. 46銭373円. 46銭373円. 46銭 285円.15銭 29円.40銭

申

請

番

号

運行

系統名

運行系統

計画運行日

数

補助ブロック名

補助対象事業者の実車

走行キロ当たり経常費用

ｃ×（1+（d÷2））

2

 = ニ

地域キロ当たり

標準経常費用

ホ

起点

主な

経由地

終

点

補助ブロック外乗り入れ部分

及び同一補助ブロック市区町

村外乗り入れ部分以外のキ

ロ程の比率

計画実車走行キロ

（チ－（リ＋ヌ））÷チ＝ル ヲ

円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭 円　　　　銭

補助ブ

ロック名

チ リ ヌ

計画運行回

数

系統キロ程

補助ブロック外

乗入部分のキロ程

同一補助ブロック

市区町村外乗入

部分のキロ程

東海

1

尾鷲市ふれあいバス

尾鷲地区

尾鷲駅 朝日町
紀伊松本

2

尾鷲市ふれあいバス

尾鷲地区

尾鷲駅
光ヶ丘

（平均）

100.0%365 日 1825 回

往 7.8km （平均）

28,470.0km

復 7.8km 7.8km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km

往 0.0km （平均） 往 0.0km

往 0.0km

100%
尾鷲駅

365 日 3285 回

往 6.1km

20,038.5km

復 0.0km 3.1km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km

往 0.0km

3

尾鷲市ふれあいバス

尾鷲地区

尾鷲駅 朝日町

夢古

道

おわ

せ前

365 日 365 回

往 5.1km 往 0.0km

復 5.1km 5.1km 復 0.0km

往 0.0km

100% 3,723.0km

0.0km 復 0.0km 0.0km

4

尾鷲市ふれあいバス

須賀利地区

旧小学

校前

漁協前 島勝 313 日 1565 回

往 6.0km 往 0.0km

復 6.0km 6.0km 復 0.0km

往 0.0km

100% 18,780.0km

0.0km 復 0.0km 0.0km

合計 系統

往 25.0km 往 0.0km 往 0.0km

71,011.5km

復 18.9km 22.0km 復 0.0km 0.0km 復 0.0km 0.0km

補助ブ

ロック名

申

請

番

号

補助対象

経常費用

の見込額

補助対象

系統のキロ

当たり

経常収益

（ノの額）

補助対象

系統の経常

収益の

見込額

補助対象経常

費用から経常

収益を控除した額

ヨのうち補助ブ

ロック外乗入部

分及び同一補助

ブロック市区町

村外乗入部分以

外に係るもの

補助対象経費 補助対象経費の1/2

国庫補助

上限額

国庫補助金

内定申請額

（ネ又はナのうちいず

れか少ないほうの額）

ヘ×ヲ以下の額：ワ ト

ト×ヲ以上

の額：カ

ワ－カ＝ヨ ヨ×ル＝ソ ツ ツ×1/2＝ネ ナ ラ

東海

37円. 00銭 1,053,390 円 7,064,830 7,064,830 7,064千円 3,532. 千円

36円. 28銭 726,996 円 4,986,982 4,986,982 4,986千円 2,493. 千円

36円. 92銭 137,453 円 924,160 924,160 924千円 462. 千円

10円. 98銭 206,204 円 5,148,913 5,148,913 5,148千円 2,574. 千円

合計 2,124,043 円 18,124,885 18,124,885 18,122 千円 9,061 千円 2,721千円 2,721 千円
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1 7,064,830 円

2 4,986,982 円

3 924,160 円

4 5,148,913 円

18,124,885 円 15,403,885 円 円 ％
15420885

円 100 ％ 0 円 ％ 0 円 ％

（補助対象系統のキロ当たり経常収益の算定表）

申請

番号

1 ％

2 ％

3 ％

4 ％

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

補助ブ

ロック名

申

請

番

号

経常費用から

経常収益を控除

した額

損失額から国

庫補助額を

控除した額

ウの負担者とその負担割合

都道府県 市区町村 その他の者 事業者自己負担

「その他の

者」の具体的

概要

ニ×ヲ－カ＝ム ム－ラ＝ウ 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合 負担額 負担割合

東海

合計

補助ブロック

名

補助対象系統の実車走行キ

ロ当たり経常収益

（基準期間の前々年度）　ｅ

補助対象系統の実車走行キ

ロ当たり経常収益

（基準期間の前年度）　ｆ

補助対象系統の実車走行キ

ロ当たり経常収益

　（基準期間

※

） ｇ

平均増減率

(((ｆ÷ｅ)-1)＋((ｇ÷ｆ)-1))

÷2　=　ｈ

補助対象系統の実車走行キロ当た

り経常収益

ｇ×（1+（ｈ÷2））

2 

=  ノ

5.35 37円. 00銭

33円. 02銭 36円. 46銭 35円. 10銭 3.34 36円. 28銭

5.12 36円. 92銭

16円. 95銭 13円. 56銭 ▲ 20.00 10円. 98銭

 7.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

(1) 記載要領

東海

31円. 86銭 36円. 46銭 35円. 10銭

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表１（附則第12条の適用を受ける事業者にあっては別表２）の名称を記載すること。

31円. 99銭 36円. 46銭 35円. 10銭

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る

経常費用を除く）及 びこれに関連する必要な事項を記載した書類（関連書類）、並びに基準期間の前年度、基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類（但し、前年度の補助対象期間に

係る生活交通ネットワーク計画の添付書類として既に提出している場合は、基準期間の前年度及び基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類の添付を省略することができる。）

13.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.1～0.9千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

14.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

15.「補助対象期間の前々年度（基準期間）の損益状況」、「基準期間の前年度の損益状況」、「基準期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

16.「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」の欄は、新設系統で基準期間の実績がない場合は、市区町村協議会等が算出する経常収益の見込額を記載すること。

　　また、基準期間の前々年度の実績がない場合は、基準期間と基準期間の前年度の増減率を平均増減率として「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」を算出することとし、基準期

間の前年度と基準期間の前々年度のいずれの実績がない場合は、基準期間の実績を「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」として記載すること。

 2.乗合バス事業の収益、実車走行キロについては、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期

間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載するこ

と。

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、原則として、昭和52年５月17日付け自

総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。

 5.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

 6.地域キロ当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局等が通知した数値によること。

17.「平均増減率」は％以下第２位（小数点第３位切り捨て）まで算出して記載すること。

(2) 添付書類

 8.「系統キロ程」、「補助ブロック外乗入部分のキロ程」及び「市区町村外乗入部分のキロ程」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出し、往・復のキロ程が異なる系統については、平均値も

記載すること。また、平均値の合計の欄については、往・復の合計の平均値ではなく、各申請系統の往・復の平均値の合計を記載すること。

 9.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分のキロ程」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分のキロ程を記載することとし、補助ブロックが異なる市区町村外乗入部分は（リ）に記

載すること。

10.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のキロ程の比率（ル）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

11.「計画実車走行キロ」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

12.「補助対象経費」の欄は、（ソ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。
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表２　地域公共交通確保維持事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額（地域内フィーダー系統【乗合バス型（路線定期・路線不定期）運行】用）

１．申請事業者の概要

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

㎞

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

㎞

千円 千円 千円

千円 千円 千円

千円 千円 千円

㎞

（補助対象事業者の「基準期間

※

を最終年度とする連続した過去３年間」における実車走行キロ当たり経常費用等）

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

２．キロあたり補助対象経常費用及び収益

３．補助対象系統ごとに要する費用、負担者とその負担割合

東海 往 31.8 Km （平均） 往 Km （平均） 往 Km （平均）

復 31.8 Km 31.8 Km 復 Km Km 復 Km Km

往 3.4 Km 往 Km 往 Km

復 3.4 Km 3.4 Km 復 Km Km 復 Km Km

往 25.0 Km 往 Km 往 Km

復 25.0 Km 25.0 Km 復 Km Km 復 Km Km

往 60.2 Km 往 0.0 Km 往 0.0 Km

復 60.2 Km 60.2 Km 復 0.0 Km 0.0 Km 復 0.0 Km 0.0 Km

東海

40,185

7,704.524,170,300 円 120円01銭 8,760,730 15,409

73,000.0 Km

100.000%

365 日 1,460.0

3系統

円

補助対象系統のキロ当たり

経常収益

(ノの額)

322.5 千円

71円22銭

千円

ツ

補助ブロック外

乗入部分のキロ程

リ

同一補助ブロック

都道府県外乗入

部分のキロ程

ヌ

Km

梶賀

事業者名 三重交通株式会社

申請

番号

合計

計画運行

日数

主な

経由地

運行系統

起点

系統キロ程

チ

三木里駅前

365

終点

回365

第2号 71円22銭

円

645

円

千円

補助対象経常

費用から経常

収益を控除した額

千円

円円 645,022

円

24,131,417円

千円

円

15,409,570 円 15,409,570

円

40,186,009 40,186,009

第3号

12,065.5円 24,131 千円円

円

821,790

6,033千円 6,033

第1号

第1号

第2号

補助ブ

ロック

名

申請

番号

第3号

三木里駅前

尾鷲市ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ

補助ブ

ロック

名

八鬼山線

運行

系統名

ヘ×ヲ以下の額：ワ

6,613,204

365.0日

ハラソ線 天満堤防 三木里駅前

東古江

尾鷲市ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ

瀬木山 三木浦

15,550,702

尾鷲市ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ

八鬼山線

補助対象

経常費用

の見込額

30,744,621

千円千円20,092円合計 55,736,711 円

平成29年度分

補助対象系統の経常

収益の見込額

ト×ヲ以上の額：カ

176,768

ト

補助ブロック外乗り入れ部分及

び同一補助ブロック市区町村外

乗り入れ部分以外のキロ程の

比率

（チ－（リ＋ヌ））÷チ＝

ル

100.000%

計画実車走行キロ

ヲ

92,856.0

2,482.0

Km

Km

100.000%

回

ラ

168,338.0

ツ×1/2＝ネ

補助対象経費の１/２補助対象経費

千円

ワ－カ＝ヨ ヨ×ル＝ソ

ヨのうち補助ブロック外乗入部

分及び同一補助ブロック市町村

外乗入部分以外に係るもの

国庫補助

上限額

ナ

国庫補助金内定申請

額

（ネ又はナのうちいずれ

か少ないほうの額）

5,969,159 営業外収益 34,224 経常収益（イ） 6,003,383

営業費用 7,216,736 営業外費用 31,815 経常費用（ロ） 7,248,551

経常損益 △ 1,245,168

補助対象期間の

前々年度の

実車走行キロ（ハ）

22,100,102.8

経常収支率

営業損益 △ 1,247,577 営業外損益 2,409

補助対象期間の

前々年度(基準期間

※

)の

損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益

5,875,943 営業外収益 43,143 経常収益（イ’） 5,919,086

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益

営業費用 7,212,994 営業外費用 34,933 経常費用（ロ’） 7,247,927

経常損益 △ 1,328,841

基準期間の前年度

の

実車走行キロ（ハ’）

22,356,471.8

経常収支率

営業損益 △ 1,337,051 営業外損益 8,210

基準期間の前年度

の

損益状況

6,128,127 営業外収益 30,486 経常収益（イ”） 6,158,613

営業費用 7,322,496 営業外費用 28,168 経常費用（ロ”） 7,350,664

経常損益 △ 1,192,051

基準期間の前々年

度の

実車走行キロ（ハ”）

22,843,096.2

経常収支率

営業損益 △ 1,194,369 営業外損益 2,318

基準期間の前々年

度の

損益状況

乗 合 バ ス 事 業 ・ 自 家 用 有 償 旅 客 運 送

営業収益

補助ブロック名

補助対象事業者の実

車走行キロ当たり経常

費用

（基準期間の前々年

補助対象事業者の実

車走行キロ当たり経常

費用

（基準期間の前年度）

補助対象事業者の実

車走行キロ当たり経常

費用

（基準期間）

平均増減率

ロ”÷ハ”＝ａ ロ’÷ハ’＝ｂ

キロ当たり経常収益

ｃ×（1+（d÷2））

2

 =

ニ

ホ ヘ イ÷ハ

ロ÷ハ＝ｃ

(((ｂ÷ａ)-1)＋((ｃ÷

ｂ)-1))÷2 = ｄ

327円98銭

補助ブロック名

補助対象事業者の

実車走行キロ当たり

経常費用

地域キロ当たり

標準経常費用

キロ当たり経常費用

ニとホのいずれか少ない額

東海 321円78銭 324円19銭

東海 331円10銭 356円80銭 331円10銭

645,022

24,131,417

計画運行

回数

1,460.0

回

日

82.82%

81.67%

83.78%

0.95%

271円64銭
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東海

（補助対象系統のキロ当たり経常収益の算定表）

申請

番号

※「基準期間」とは、補助対象期間の前々年度の補助対象期間をいう。

第3号 15,409,570 円

80円38銭

東海

第3号 106円16銭

第1号

負担額

第2号

ウの負担者とその負担割合

都道府県

645,022

24,131,417 円

108円34銭 115円16銭 120円01銭

15.「補助対象期間の前々年度（基準期間）の損益状況」、「基準期間の前年度の損益状況」、「基準期間の前々年度の損益状況」の欄は、消費税相当額を控除した額を記載すること。

13.「補助対象経費の１／２」の欄は、系統ごとに百円単位（0.1～0.9千円）まで記載することとし、合計の千円未満の端数は切り捨てること。

17.「平均増減率」は％以下第２位（小数点第３位切り捨て）まで算出して記載すること。

 9.「同一補助ブロック市区町村外乗入部分のキロ程」の欄は、同一補助ブロック内における市区町村外乗入部分のキロ程を記載することとし、補助ブロックが異なる市区町村外乗入部分は（リ）に記載すること。

16.「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」の欄は、新設系統で基準期間の実績がない場合は、市区町村協議会等が算出する経常収益の見込額を記載すること。

　　また、基準期間の前々年度の実績がない場合は、基準期間と基準期間の前年度の増減率を平均増減率として「補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」を算出することとし、基準期間の前年度と基準期間の前々年度のいずれの実績がない場合は、基準期間の実績を「補助

対象系統の実車走行キロ当たり経常収益（ノ）」として記載すること。

34,153,009

12.「補助対象経費」の欄は、（ソ）の金額を記載する（千円未満の端数は切り捨てること）。

 7.計算上生じた単位未満の端数は切り捨てること。

 8.「系統キロ程」、「補助ブロック外乗入部分のキロ程」及び「市区町村外乗入部分のキロ程」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出し、往・復のキロ程が異なる系統については、平均値も記載すること。また、平均値の合計の欄については、往・復の合計の平均値ではなく、各申請

系統の往・復の平均値の合計を記載すること。

 5.申請番号は、系統ごとに一連番号とすること。なお、１系統が２つ以上の補助ブロックにまたがる場合は、その比率に応じ低い方をカッコ書きの番号とすること。

10.「補助ブロック外乗入部分及び市区町村外乗入部分以外のキロ程の比率（ル）」については、％以下第３位（小数点第４位切り捨て）まで算出して記載すること。

11.「計画実車走行キロ」は、小数点第１位（第２位以下切り捨て）まで算出して記載すること。

 6.地域キロ当たり標準経常費用は、補助ブロックを管轄する地方運輸局長が通知した数値によること。

円 円 円 ％円100.0 ％

 1.「補助ブロック名」の欄は、補助金交付要綱別表１（附則第12条の適用を受ける事業者にあっては別表２）の名称を記載すること。

％円 ％ 34,153,009

平均増減率

(((ｆ÷ｅ)-1)＋((ｇ÷ｆ)-

1))÷2　=　ｈ

83円01銭

負担額 負担割合

市区町村 その他の者

「その他の者」の具体的

概要

負担割合

事業者自己負担

負担割合 負担額 負担割合負担額

補助ブ

ロック

名

申請

番号

二×ヲ－カ＝ム ム－ラ＝ウ

経常費用から

経常収益を

控除した額

損失額から国庫補助額

を控除した額

 1.　補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）の前々年度（基準期間）に係る旅客自動車運送事業等報告規則第２条第２項の「事業報告書」（補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除く）及 びこれに関連する必要な事項を記載した書類（関連書類）、並びに基準

期間の前年度、基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類（但し、前年度の補助対象期間に係る生活交通ネットワーク計画の添付書類として既に提出している場合は、基準期間の前年度及び基準期間の前々年度に係る事業報告書及び関連書類の添付を省略することができ

る。）

補助ブロック名

補助対象系統の実車

走行キロ当たり経常収

益

（基準期間の前々年

度）　ｅ

補助対象系統の実車

走行キロ当たり経常収

益

（基準期間の前年度）

ｆ

補助対象系統の実車

走行キロ当たり経常収

益

　（基準期間

※

） ｇ

第1号 104円19銭 83円01銭 80円38銭

-11.74%

(2) 添付書類

第2号 104円19銭

14.「国庫補助上限額」の欄は、市区町村等が当該市区町村等に係る国庫補助上限額のうち、各事業者ごとに配分した額を記載すること。

 2.乗合バス事業の収益、実車走行キロについては、高速バス及び 定期観光バス等を除き、費用については、高速バス及び定期観光バス並びに補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）における補助金交付要綱第２編第１章第３節に係る経常費用を除くこと。

 3.補助対象事業者の決算期間が補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）と相違している事業者にあっては、補助対象期間の仮決算を行い、その損益状況を損益状況欄に記載すること。

 4.補助対象期間（補助金交付要綱第５条で定める期間）中の乗合バス（自家用有償運送）事業と他の事業を兼業している場合の関連収益及び費用の配分は、原則として昭和52年５月17日付け自総第338号、自旅第151号、自貨第55号によること。

71円22銭

4.17%

(1) 記載要領

円

-11.74%

補助対象系統の実車走行キロ

当たり経常収益

ｇ×（1+（ｈ÷2））

2 

=  ノ

71円22銭

合計 40,186,009 円
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平成24年10月～平成25年9月

ふれあいバス

尾鷲地区

ふれあいバス

須賀利地区

ふれあいバス

八鬼山線

ふれあいバス

ハラソ線

運行日数 31日 27日 31日 31日 －

乗車人員 1,329人 202人 2,372人 1,895人 5,798人

運賃収入 162,920円 35,800円 707,043円 832,322円 1,738,085円

運行日数 30日 26日 30日 30日 －

乗車人員 1,081人 206人 1,997人 1,367人 4,651人

運賃収入 137,690円 30,000円 648,862円 715,960円 1,532,512円

運行日数 31日 27日 31日 31日 －

乗車人員 1,232人 161人 2,196人 1,717人 5,306人

運賃収入 170,185円 28,500円 681,542円 787,895円 1,668,122円

運行日数 31日 27日 31日 31日 －

乗車人員 1,160人 162人 2,061人 1,497人 4,880人

運賃収入 149,800円 19,000円 581,320円 647,860円 1,397,980円

運行日数 28日 24日 28日 28日 －

乗車人員 1,191人 142人 1,746人 1,417人 4,496人

運賃収入 152,495円 20,800円 547,425円 647,545円 1,368,265円

運行日数 31日 26日 31日 31日 －

乗車人員 1,269人 190人 2,329人 1,666人 5,454人

運賃収入 175,895円 25,100円 686,470円 759,504円 1,646,969円

運行日数 30日 26日 30日 30日 －

乗車人員 1,290人 185人 2,246人 1,531人 5,252人

運賃収入 160,892円 19,100円 683,835円 677,465円 1,541,292円

運行日数 31日 27日 31日 31日 －

乗車人員 1,367人 198人 2,214人 1,619人 5,398人

運賃収入 171,805円 19,110円 698,278円 720,960円 1,610,153円

運行日数 30日 25日 30日 30日 －

乗車人員 1,385人 162人 2,051人 1,487人 5,085人

運賃収入 184,350円 12,200円 631,941円 654,851円 1,483,342円

運行日数 31日 27日 31日 31日 －

乗車人員 1,384人 180人 2,546人 1,973人 6,083人

運賃収入 154,461円 18,700円 733,536円 796,011円 1,702,708円

運行日数 31日 27日 31日 31日 －

乗車人員 1,302人 179人 2,460人 1,642人 5,583人

運賃収入 159,170円 21,200円 717,667円 756,337円 1,654,374円

運行日数 30日 25日 30日 30日 －

乗車人員 1,324人 161人 1,952人 1,373人 4,810人

運賃収入 145,551円 18,001円 578,130円 633,263円 1,374,945円

運行日数 365日 314日 365日 365日 －

乗車人員 15,314人 2,128人 26,170人 19,184人 62,796人

運賃収入 1,925,214円 267,511円 7,896,049円 8,629,973円 18,718,747円

税引後運賃収入 1,833,537円 254,772円 7,520,047円 8,219,022円 17,827,378円

運行費用 11,015,035円 7,571,877円 22,629,075円 18,627,350円 59,843,337円

収支率 16.6% 3.4% 33.2% 44.1% 29.8%

　税引後運賃収入１，８３３，５３７円÷実車走行キロ５２，２３１．５㎞＝３５．１０円／㎞

　税引後運賃収入２５４，７７２円÷実車走行キロ１８，７８０＝１３．５６円／㎞

１０月

３月

尾鷲市ふれあいバス尾鷲地区

尾鷲市ふれあいバス須賀利地区

合計

H25ふれあいバス輸送実績一覧表H25ふれあいバス輸送実績一覧表H25ふれあいバス輸送実績一覧表H25ふれあいバス輸送実績一覧表

事業者名 尾鷲市 三重交通

合計

７月

項　　目

5月

6月

4月

９月

８月

２月

１月

１１月

１２月
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[委員][委員][委員][委員]

氏　名 団体名等 役　職 備考

山口　武美 副市長 会　長

豊福　裕二 三重大学人文学部　教授 座長

岩本　芳和 区長会会長　早田区長（利用者代表） 副会長

北村　芳文 自治連合会副会長（利用者代表） 監事

上村　隼右 老人クラブ連合会　会長（利用者代表） 監事

上村　紀美男 区長会副会長　三木浦町内会長（利用者代表）

田垣　雅伸 三重交通株式会社　南紀営業所長

石井　康男

三重県旅客自動車協会 紀北支部長

株式会社クリスタルタクシー尾鷲営業所長

野村　秀海 三交南紀交通労働組合副執行委員長

岩松　由洋

国土交通省中部運輸局三重運輸支局

首席運輸企画専門官

安達　一人 尾鷲警察署交通課長

原田　孝夫 三重県地域連携部交通政策課長

田中　聡

国土交通省中部地方整備局紀勢国道事務所

尾鷲維持出張所長

中野　伸也 三重県尾鷲建設事務所長

[事務局][事務局][事務局][事務局]

氏　名 団体名等 役　職 備　考

北村　琢磨 尾鷲市市長公室長 事務局長

芝山　有朋 尾鷲市市長公室長補佐兼政策調整係長

大和　秀成 尾鷲市市長公室政策調整係

平成２６年度尾鷲市地域公共交通活性化協議会委員名簿平成２６年度尾鷲市地域公共交通活性化協議会委員名簿平成２６年度尾鷲市地域公共交通活性化協議会委員名簿平成２６年度尾鷲市地域公共交通活性化協議会委員名簿
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